
17

日
本
国
際
政
治
学
会
編

『国
際
政
治
』
第
1
4
5
号

「天
安
門
事
件
後
の
中
国
」
(
二
〇
〇
六
年
八
月
)

中
国
外
交

に
お
け
る
象
徴
と
し
て
の
国
際
的
地
位

―

ハ
ー
グ
平
和
会
議
、
国
際
連
盟

、
そ
し
て
国
際
連
合

へ
―

川

島

真

は

じ

め

に

国
際
連
合

は
中
国
語

で
は

「聯
合

国
」
。
第

二
次
世

界
大
戦

に
お
け

る
連

合

国
側

の
呼
称
が
そ

の
ま
ま
用

い
ら
れ

て
い
る

の
は
周
知

の
と
お
り
で
あ
る
。
そ

し
て
安
全
保
障
理
事
会

の
常
任
理
事

国

の
議
席
こ
そ
、
中
国

の
抗
日
戦
争

が
世

界
大

戦

の

一
部

で
あ
り
、
ま
た
中
国
が
主

要
戦
勝
国
で
あ
る
こ
と
の
証
で
あ

っ

た
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
ま
さ

に
ア

ヘ
ン
戦
争

以
来
百
年
来

の
歴
史
を
克
服
し
、

念

願

で
あ

っ
た
大

国
と
し

て
の
象
徴
的

地
位
を
得

た

こ
と
を

示
す
も

の
で
も

あ

っ
た
。
さ
ら
に
、
中
華

人
民
共
和

国
が
成

立
し
て
か
ら
は
、
国
連

の
代
表
議

席
を
得

る
こ
と
が
、
中
国
の
正
統
政
府
と

し
て
国
際
社
会

か
ら
認
知

さ
れ
て
い

る
こ
と
を
も
示
し
て

い
た
。

「
中
国

の
台
頭
」
と
そ
れ
に
と
も

な
う

国
際
情
勢

の
変
容

は
、
東

ア
ジ

ア
域

内

の
み
な
ら
ず
、
国
際
社
会

や
国
際
組
織
内
部

で
の
勢
力

バ
ラ
ン
ス
に
も
再
調

整
を
求

め

て
い
る
側
面
が
あ

る
。
国
際
連
合

に
お

い
て
も

、
安
全
保
障
理
事
会

常
任
理
事

国
と

い
う
象
徴
的
な
大

国
か
ら
、
名
実
共

に
大
国
と
な

っ
た
姿
を
、

自
己
認
識

の
面
で
も
、
ま
た
他

国
か
ら
の
バ
ー
セ
プ
シ

ョ
ン
と

い
う
意
味

で
も

描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
中
で
、
中
国
は
そ
の
外
交
を

い
か
に
変
化
さ
せ
よ
う
と

し
て

い
る

の
だ
ろ
う
。

一
般
論

で
言
え
ば
、
国
際
標
準
に
則
り
対
話
と
調
整
が

可
能

な

「普

通

の
責
任

あ
る
国
家
」

で
あ

ろ
う
と
す
る
外
交
を
国
際
社
会

で
展

開
し
、
他
方

で

(対
日
外
交

は
例
外
的

に
意
識
さ
れ
る
が
)
周
辺
地
域
と
は
紛

争
を

お
こ
さ
ぬ
よ
う

に
慎
重
な
外
交
を
展
開
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
経
済
発
展

を
優
先

す
る
上

で
安
定

し
た
国
際
環
境
を
維
持
す
る
た
め
で
あ
る
と
説
明
さ
れ

て

い
る
。
だ

が
、
中
国
の
経
済
面

で
の
成
長
や
、
ま
た
国
際
社
会

で
の
影
響
力

が
急
激

に
変
化
し

た
た
め
、
「
中
国

の
台
頭
」
に
対
し
て
は
多

く
の
予
測
と

戸

惑

い
が
中
国
外
交
を

め
ぐ

る
言
論

に
は
見
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ

の
外
交

に

は
、
安
全
保
障
面

で
の
対
外
透
明
性
確
保
、

エ
ネ

ル
ギ
ー
外
交

や
対
日
外
交
な

ど

、
「普

通

の
国
家
」
、
「対
周

辺
協

調
外
交
」
な
ど
の
側
面

で
は
説
明

で
き
な

い
、

リ
ア
リ
ス
テ
ィ

ッ
ク
な
外
交
も
多

く
見
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
ら
が
、
中
国
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外
交

の
不
確
実
性
を
高

め
、
歴
史
的
な
ア
ナ

ロ
ジ
ー
か
ら
、
中

国
中
心
主
義
的

な
覇
権
主
義

を
身

に
ま

と
う

の
で
は
な

い
か
と

い
う

予
測

さ
え

な
さ
れ
る
ほ
ど

で
あ
る
。

そ

の
中
国

の
国
連

で
の
外
交
を
見

る
場
合

、
強

い
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
を
発
揮

し
よ
う

と
す
る
よ
り
も

、
歴
史
的

に
形
成

さ
れ
た
も
う

一
つ
の
側
面
、
す
な
わ

ち

「象
徴
と

し
て
の
大

国
」
と

い
う
地
位
を
保
ち
、

「普
通

の
責
任
あ

る
国
家
」

の
姿
を
表
現

し
よ
う
と
す

る
側
面
が
強

い
と

い
う
印
象
が
あ

る
。
だ
が
、
た
し

か
に
中
国

の
国
連

で
の
外
交

に
は
、
頑
な

に
自
己
主

張
を
し

て

い
る
面
も

あ

る
。
そ
れ
は
特

に
、
「
聯
合

国
」
と
し

て
の
国
連

と
中
国

の
関
係

の
根
幹

に
触

れ
る
部
分
、
た
と
え
ば
か

つ
て
の

「
枢
軸
国
」
で
あ
る
日
本

の
安
保

理
入
り

や
、

代
表
権
問
題
に
関
わ
る
台
湾
問
題
に
お
い
て
現
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
協
調
、
譲
歩

よ
り

も
、
拒
否
権

発
動
も

辞
さ
な

い
姿
が

あ
る
。
台
湾
と

国
交
を

締
結

し

て

い
る
国

へ
の
国
連
を
通

じ
た
支
援
や
、
台
湾

の
首
脳

の
訪
問
を
受
け
入
れ
た
国
家

へ
の
関
係
な
ど
に
関
す
る
問
題
で
は
、
確
か
に
強
権
的
と
見
ら
れ
る
面
も
あ

ろ
う
。

し
か
し
、
こ
う

し
た
面
は
、
あ
る
案
件
に
関
し
て
見
ら
れ
る
も

の
で
、
中
国

自
身
が
安
保
理

の
椅

子
を
得

て
い
る
こ
と

へ
の
根

源
的
問

い
や
、
中
国
を
代
表

す
る
政
府
と
し
て

の
正
統
性

に
関
わ
る
も

の
で
な
け
れ
ば

、
中
国
は
国
連

で
頑

な
に
な
る
こ
と
は
多

く
な

い
。
む
し
ろ
、
安
保

理
の
常
任

理
事
国
と

し
て
そ
こ

に

い
る
こ
と

そ
の
も

の
に
、
国
連
外
交

の
主
軸

が
あ

る
よ
う

に
思
え

る
。
従

っ

て
、
「台

頭
す

る
中

国
」
と

い
う
、
そ

の
変
容

す
る
姿

の
み
か
ら

そ

の
国
連
外

交

に

つ
い
て
の
バ
ー
セ
プ

シ

ョ
ン
を
固
め

て

い
く
こ
と

に
も
限
界

が
あ

ろ
う
。

そ
こ
で
は
む

し
ろ
、

そ
の
国
連
外
交

の
経
緯

や
背
景
、
歴
史
的
な
基
層
を
ま
ず

把
握

し
、
そ

こ
か
ら
変
容
過
程
を
認

め
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
る

の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

そ
こ
で
本
稿

で
は
、

一
九
七

一
年
以
後

の
中
華
人
民
共
和
国

の
国

連
外
交

で
は
な
く
、
さ
ら

に
遡

っ
て
、

ハ
ー
グ
平
和
会
議
や
国
際
連
盟

に
お
け

る
中
国
の
外
交

に
つ
い
て
検
討
し
、
中
国
外
交
史

に
お
け
る
国
際
組
織

に
お
け

る
外
交

の
あ
り
よ
う
か
ら
、
昨
今

の
中
国
外
交

へ
の
示
唆
を
求

め
る
こ
と
を
考

え
た

い
。
も
ち

ろ
ん
、
中
華
人
民
共
和
国

の
外
交
を
歴
史
的
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の

下
に
語

る
こ
と
や
、
戦
前
来

の
連
続
性
を
強
調
す

る
こ
と
に
は
慎
重

で
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

中
国

で
は
、
戦
前
期

の
中
華
民
国

の
国
際
連
盟
外
交
に
関
し
て
語
ら
れ
る
こ

と
は
決
し

て
多

く
な

い
し
、
戦
後

に

つ
い
て
も

一
九
四
〇
年
代
後
半

の
中
華
民

国

の
下

で
の
連
合
代
表

団
形
成
期

や
、

一
九

五
〇
年
一
一

月

に
伍
修
権
が
ア
メ

リ
カ

の

「
台
湾
侵
略
」
に

つ
い
て
譴
責
要
請
を
し
た
こ
と

は
語
ら
れ

て
も
、
中

華
民
国
が
中
国

の
代
表
権

を
単
独

で
得

て
い
た
時
期
に

つ
い
て
は
語
ら
れ
な

い

こ
と
が
多

い
。
そ
う

し
た
中

で
の
代
表
的
な
研
究
と
し
て
は
、
王
建
朗
の
も

の

が
あ
ろ
う

「新

中
国
成

立
初
年
英
国
関
於
中
国
聯
合
国
代
表
権
問
題
的
政
策
演

変

(
『中
国
社
会
科
学
』

二
〇
〇
〇
年
三
月
)
、
同

『中
国
廃
除
不
平
等
条
約
的

歴
程
』

(江
西
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
)
な
ど
が
あ
ろ
う
。
昨
今

、
北
京

で

一
九

六
〇
年
ま

で
の
外
交
文
書

の
公
開
が
始
め
ら
れ
、
そ
こ
に
多

く
の
国
連
関

連

文
書
が
含
ま

れ
て

い
る
こ
と
も
あ
り
、
(
1
)

研
究

の
進
展

が
望
ま

れ
る
も

の
の
、

外
交
史
研
究
と

し
て
は
端
緒

に
つ
い
た
ば
か
り

で
あ
ろ
う
。

中
国

の
国
際
連
合

に
お
け
る
外
交
を
考
え
る
と
き
、
中
華
民
国
と

の
代
表
権

問
題
を

は
じ
め
、
歴
史
的
な
連
続
性
を
強
調
す
る
に
は
あ
ま
り
に
多
く

の
断
絶

や
空
白

が
存
在
す

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

一
九
七

一
年
ま
で
議
席
を
有
さ

な
か

っ
た
中
華
人
民
共
和
国
に
と

っ
て
の
国
連
外
交

は
、
中
国
代
表
権
問
題

の
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象
徴
的
な
場

で
あ

っ
た
。
他
方
、

カ
イ

ロ
会
談

の
残
像
と
し

て
の
五
大
国

の

一

員
と
し

て
の
国
際
的
地
位
と

い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、
中
華
民
国
ほ
ど
に
は
そ
れ

は
強
調

さ
れ

て
い
な

か

っ
た
。
そ
れ
を
積
極
的

に
評
価

し
よ
う
と
す

る

の
は
、

民
国
期
を
再
評
価
し
、
国
民
党

の
抗
日
戦
争
を
肯
定
的
に
捉
え
る
こ
と
に
な

っ

た
昨
今

の
こ
と

で
あ

る
。

だ
が
、
中
国
が
連
合
国

の
主
要
戦
勝
国
と
な
り
、
国
連
安
保
理

の
常
任
理
事

国
と
な

っ
て
い
く
過
程
が
、
中
華
人
民
共
和
国
に
ま

っ
た
く
継
承
さ
れ
な
か

っ

た
わ
け

で
は
な

い
。
中
華
人
民
共
和
国
は
中
華
民
国

の
国
連
外
交

、

ア
メ
リ
カ

の
動
き
、
そ
し

て
国
連
自
身

の
活
動
に
常

に
注
意
を
払

っ
て

い
た
。
ま
た
戦
勝

国
と

い
う
観
点

で
は
、
中
華
民
国
か
ら
占
領
下

の
日
本
に
派
遣
さ
れ
た

「
駐
日

代
表

団
」

の
メ
ン
バ
ー
、
特
に
東
京
裁
判
に
派
遣
さ
れ
た
判
事

の
中
に
は
、
裁

判
終

了
後

に
中
華
人
民
共
和
国
に
赴

い
た
者
も

い
た
。
た
と
え
ば
、
梅
汝
激
や

倪
徴
奥
ら

が
挙
げ

ら
れ
よ
う
。
中
国
大
陸

に
渡

っ
た
梅

は
、

一
九

五

一
年

一
月

一
日

の
共
産
党
系
機
関
誌
で
あ
る

『光

明
日
報
』

に
記
事
を
発
表

し
た
。
(
2
)

こ
こ

で
梅

は
、
八
年

の
抗

戦
で
中
国
が

一
千

万
以
上
の
声
明
と

五
百
億

ド
ル
以
上

の

財
産
を
失

っ
た
と
述
べ
た
。
(
3
)

こ
れ
こ
そ
、
中
華

民
国
が
賠
償
委
員
会

の
調
査
な

ど
を
通

じ
て
は
じ
き
だ

し
た
被
害
総
額

、
五

一
五
億
七
千

五
百
万
ド

ル

(東
北

部

・
台
湾

・
共
産
党
支

配
区
除
く

、
時
期

は

一
九

三
七
年
以
降
、

レ
ー
ト
は

一

九

三
七
年
開
戦
時

)
、
死
傷
者
は

一
二
七
八
万
強
と

い
う
内
容
を

中
国
大
陸

で

継
承

さ
せ
た
も

の
で
あ

っ
た
と

考
え

ら
れ
る
。
(
4
)

他
方

、
倪
徴
奥
は
、
中
華
人
民

共
和

国
が
国
連

で
の
議
席
を
回
復

し
て
か
ら
の

一
九
八

五
年
、
七
九
歳

で
あ
り

な
が
ら

国
際

司
法
裁
判
所

の
判
事
と
な
り
、
九
年

の
任
務
を
果
た
し

て
い
く

こ

と

に
な

っ
た
。
「
聯
合

国
」
と
し

て
の
枠
組

み
、
経
験

の

一
部

は
、
中
華
人
民

共
和
国
に
も
同
時
代
的
に
共
有
さ
れ
た
面
が
あ

る
の
だ
。

台
湾
側
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
中
華
民
国
は
、

一
九
七

一
年
に
国
際
連
合

を
脱
退
す
る
ま
で

の
間
、
中
国
を
代
表
す
る
政
府
と
し
て
国
際
社
会
か
ら
認

め

ら
れ

て
い
る
こ
と

の
証
左
と

し
て
、
ま
た
蒋
介
石
総
統

が
国
民
党
を
率

い
な
が

ら
抗
日
戦
争
を
戦

い
、
中
華

民
国
が
世
界
の
五
大
国
に
列

せ
ら
れ
た
こ
と

の
証

左

と
し

て
、
国
連
安
保

理
議
席
を
位
置
づ

け
て
い
た
。
国
連

で
の
議
席
は
、
中

華
民
国

の
二
重

の
正
統
性
を

示
す
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
う
し
た
意
味

で
、
歴
史

的
連
続
性
を
有
す

る
も

の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
中
華
民
国
は
、
カ
イ
ロ
会
談

前

後
に
ピ

ー
ク
に
達

し
た
大
国
と

し
て
の
自
己
認
識
を
、
戦
後
も

そ
の
と
き

の

ま
ま
維
持

し
た
よ
う
な
状
態

に
あ

っ
た
。

そ
の
た
め
、
五
大
国
の

一
員
と
し

て

の
自

己
認
識
と
国
際
的
孤
立
と
し

て
の
現
実

の
間
の
ギ

ャ
ッ
プ
が
問
題
と
な
る

こ
と
に
な

っ
た

の
で
あ

る
。
そ

の
際
、
国
連
安
保
理
の
議
席
は
大
国
と
し
て

の

プ

ラ
イ
ド
を
満
た
す
象
徴

で
あ
り
、
同
時

に
自

己
認
識

の
ギ
ャ

ッ
プ
を
も

た
ら

す

一
方

の

「極
」

で
あ

っ
た
。

こ
の
点
、
現
在

で
は
、

一
九
六
〇
年
代

の

「大

国
と

し
て
」

の
固
定
化
さ
れ
た
認
識

に
基
づ
く
外
交
が
逆
に

一
九
六
〇
年
代
末

か
ら

一
九
七
〇
年
代
初
頭

の
孤
立
を
招

い
た
と
す

る
見
解
が
大
勢
と
な

っ
て
い

る
。
台
湾

で
は
、
台
湾
と
し

て
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
が
強
く
な
り
、
民
主
化

が
進

ん
だ

こ
と
も
あ
り
、
民
主
化
以
前

の
国
民
党
主
導

の

(戦
後
)
中
華
民
国

時
代
を

「
歴
史
」
と
し

て
見
る
傾
向

が
強
ま

っ
て
き

て
い
る
。
そ
う

し
た
意
味

で
、
現
在
と

の
連
続
性
を
安
易

に
指
摘
す
る
こ
と
が
逆
に
難
し
く
な

っ
て

い
る
。

他
方
、
歴
史
と
な

っ
た
こ
と
に
よ
り
、
台
湾

で
は
、

一
九
七

一
年
ま

で
の
国

連
外
交

に
つ
い
て
も
研
究
が
盛

ん
に
な

っ
て
き

て
い
る
。
ま
ず
実
際

に
国
連
代

表
部

に
勤
務

し
た
劉
志
攻

の

『中
華
民

国
在
聯
合
国
大
会
的
参
与
』

(台
湾
商
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務
印
書
館
、

一
九
八
五
年
)
が
あ
る
。
ま
た
国
際
社
会
に
お
け
る
中
華
民
国

の

位
置
を
再
検
証
し
よ
う
と
す

る
研
究
も
少
な
く
な

い
。
国
連
創
設
時
期
に
お
け

る
中
華
民
国

の
関
与
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
張
玉
法

『論
中
華
民
国
與

聯
合

国
創
立
之
関
係
』

(東
海
大

学
政
治
学
系
叢
書
、

一
九
九

四
年
)
が
あ
り
、
ま
た

戦
後

の
中
華
民
国
に
よ
る

(国
連
を
通
じ
た
)
対
外

援
助

に
注

目
し
た
国
際
合

作
基
金
会

『台
湾
対

外
技
術
援
助

45
周
年
慶
紀

専
刊
』

(
国
際

合
作
発
展
委
員

会

、
二
〇
〇
五
年

)
な
ど
も
出
始

め
て

い
る
。
他
方

、
台
湾
史
研
究

の
分

野
か

ら
、
戦
後
直
後

の
台
湾

に
お
け
る
国
連
事
務
所

の
活
動

に
関
す

る
研
究
も
出
始

め
よ
う
と

し
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
動
向
を
見

れ
ば
、
台
湾

で
は
既

に

「歴

史
」
と

し
て
中
華
民

国
の
国
際
連
合

で
の
外
交
が
扱
わ
れ
始

め
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

こ
れ
は
、
国
史
館

が
そ
の
所
蔵
文
書
を

『中
華
民
国
與
聯
合
国

史

料

彙
篇
』

(全
四
冊

、
国
史
館
、

二
〇
〇

一
年
)
と

し

て
出
版

し
た
こ
と
な
ど

か
ら
も
う

か
が
え

る
。

こ
の
よ
う

に
、
中
国

の
国
連

に
お
け

る
外
交
に

つ
い
て
、
歴
史
的
な
連
続
性

か
ら
単
純

に
論
じ

る
こ
と

に
は
相
当

の
留
保
が
必
要

で
あ
る
が
、
す

で
に
歴
史

的
な
始
点
か
ら
、
史
料

に
基
づ
き
、
比
較
的
冷
静
に
、
こ

の
問
題
を
考
え
る
土

壌
が
形
成
さ
れ
は
じ
め

て
い
る
。
そ
こ
で
は
実
質

的
な
外
交
と
と
も
に
、
中
国

自
身

の
国
際
社
会
に
お
け
る
自
己
認
識
、
あ
る

い
は
歴
史
観
な
ど
も
あ
わ
せ

て

検
討
す
る
こ
と
が
焦
点
と
な

っ
て

い
る
。
し
か
し
、
中
国

の
国
連
に
お
け
る
外

交
を
歴
史
的
に
検
討

す
る
こ
と
に
お
け
る
最
大

の
問
題
は
、
戦
前

を
視

野
に
入

れ
た
中
国

の
国
際
組
織

(
ハ
ー
グ
平
和
会
議

、
国
際
連
盟

な
ど
)
に
お
け
る
外

交

が
事
実

関
係
も
含

め
て
十
分
解
明

さ
れ
な

い
ま
ま

で
あ

っ
た
と

い
う

こ
と

で

あ
ろ
う

。
こ
の
点

、

一
九
九

〇
年
代
後
半

に
、
唐
啓
華

『北
京
政
府
与

国
際
聯

盟

(

)
』

(東
大
図
書
公
司
、
台

北
、

一
九
九
八
年

)
、
張
力

『国

際
合
作
在
中

国
―

国
際
聯
盟
角
色
的
考
察

』

(台
湾
、
中
央

研
究
院
近
代
史
研
究
所
、

一
九
九
九
年
)
な
ど
が
相
次

い
で
出
版
さ
れ
、
漸
く

研
究

が
始

め
ら

れ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

本
稿
は
、

こ
う
し
た
研
究
動
向
を

ふ
ま
え
、
戦
前
期

の
中
国
の
国
際
連
盟
外

交
を
、
そ

の
連
盟

の
前
身
と
も
言
え

る

ハ
ー
グ
平
和
会
議
で
の
外
交
も
視
野
に

入
れ
な
が
ら
論
じ
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
論
点

は
、
拙
著

『中
国
近
代
外
交

の

形
成
』

(名
古

屋
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
四
年
)
に
お

い
て
も
論

じ
切
れ
て

い

な

い
も

の
で
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
先
行
研
究

は
管
見

の
限
り
殆
ど
見
ら
れ
な

い
。
冒
頭

で
も
記
し
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
歴
史
過
程
が
直
ち

に
現
代
中
国

の

国
連
外
交

の
引
証
基
準
に
な
る
と

は
考
え

て
い
な

い
。
た
だ

、
引
証
基
準
と
し

て
の
歴
史
が
不
断
に
創
出
さ
れ
る
中
国
に
お

い
て
、
か

つ
て
否
定
的
に
評
価
さ

れ

て
き
た
清
末
か
ら
民
国
期

の
外
交
が
肯
定
的

に
評
価
さ
れ
、
新
た
な
歴
史
の

記
憶
が
創
出
さ
れ
よ
う

と
し
て

い
る
こ
と
に
鑑

み
れ
ば
、
ま
た
国
際
社
会
で
の

協

調
外
交

を
重
視

し
よ
う

と
し
て
い
る
中
国
外
交

の
現
在

の
姿
を
見
れ
ば
、
こ

う

し
た
作
業

に
も

一
定

の
意
味
が
あ
ろ
う

。

一

第

一
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議

(
一
八
九
九
年
)
と
中
国
外
交

一
八
九
九
年
、

一
九

〇
七
年

に
開
催

さ
れ
た
第

一
回
、
第

二
回

の
ハ
ー
グ
平

和
会
議

に
清

は
代
表
を
派
遣

し
た
。
(
5
)

第

二
回
会
議
、
あ

る
い
は
そ

の
後

の
国
際

連
盟

に
お
け

る
中
国
外
交

に
比

べ
て
、
第

一
回

ハ
ー
グ
平
和
会
議
に
お
け

る
中

国

は
基
本
的

に
オ
ブ
ザ

ー
バ
ー
的
で
あ

る
が
、
簡
単

に
説
明
し
て
お
き
た

い
。

ハ
ー
グ
平
和
会
議
は
、
単
な
る

一
時
的
な
会
議
で
は
な
く
、
多

国
間
条
約
を



21中 国外交における象徴 としての国際的地位

基
礎

と
し

つ
つ
、
世

界
的
な
和
平
を
視

野
に
入
れ
、
「
機
構
」
と

し

て
長
期
的

に
機
能

し
て

い
く

こ
と
を
想
定

し
た
も

の
で
あ

っ
た
。

こ
の
会
議

は

ニ
コ
ラ
ス

二
世

が
主
導

し
て
お
り
、
第

一
回
会
議

の
際

に
清

は

ロ
シ
ア
と
開
催
国

オ
ラ
ン

ダ
の
双
方

か
ら
参
加
招
聘
状
を
受
け
取
り
、
駐

ロ
シ
ア

・
オ

ー
ス
ト

リ
ァ
公
使

で
あ

っ
た
楊
儒
を
全
権
代
表
と

し
て
派
遣

し
た

(随

員
は
駐

ロ
シ

ア
参
賛
官

・

何
彦

昇
、
(
6
)

胡
惟
徳

、
翻

訳
官

・
陸
徴
祥
)
。
参
加
国

は
二
六

力
国
あ

り
、
議
題

に
は
、
三

つ
の
条
約
と

三

つ
の
宣
言
が
採

り
上
げ
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
「
陸
戦

の
法
規
慣
例

に
関
す

る
条
約
」
と
そ

の
付
属
規
則

(「
ハ
ー
グ
規
則
」
)
、
「
国
際

紛
争

の
平
和
的
処
理

に
関
す

る
条
約
」
、

「ジ

ュ
ネ

ー
ヴ
条
約

の
原
則
を
海
戦

に

適
用
す

る
条
約
」
、
「
軽
気
球

よ
り
ま
た
は

こ
れ

に
類
似
し
た

る
新
た
な
る
他

の

方
法

に
よ
り
投
射
物
帯

及
び
爆
発
物
を
投

下
す

る
こ
と

の
禁
止
」
宣

言
、
「
窒

息
性
ガ

ス
又
は
有
毒
性
ガ

ス
の
散
布
を
唯

一
の
目
的
と
す
る
投
射
物

の
使
用
禁

止
」
宣
言

(
「毒
ガ

ス
禁
止
宣
言
」
)
、
「
外
包
硬
固
な
る
弾
丸
に
し

て
そ

の
外
包

中
心

の
全
部
を
蓋
包
せ
ず
、
も
し
く
は
そ

の
外
包
に
截
刻
を
施
し
た
る
も

の
の

如
き
人
体

に
入
り
容
易

に
展
開
し
も
し
く
は
篇
平
と
な
る

べ
き
弾
丸

の
使
用

の

禁

止
」
宣
言

(「
ダ

ム
ダ

ム
弾
禁
止
宣
言
」
)
が
採

択
さ
れ
た
。

会
議
は
五
月
か
ら
七
月
ま

で
開
催
さ
れ
、
条

約
お
よ
び
宣
言
に

つ
い
て
は

一

八
九
九
年

の
年
末
ま

で
に
調
印
す
る
か
否
か
決
定

す
る
必
要
が
あ

っ
た
。
楊
儒

の
見
解

は
、
「今

回

の
会
議

は
中

国
と
し

て
最
初

に
国
際
会
議

に
参
加
す

る
も

の

で
あ

り
、
も

し
調
印
を

し
な
け

れ
ば
、
外
国

人
か
ら

中
国
が

(
国
際
社
会

と

)
距
離
を
と
ろ
う

と
し

て
い
る
と
看

做
さ
れ
、
今
度
加

わ
ら
な
け
れ
ば

な
ら

な

い
国
際
会
議
が
あ

っ
た
と
き
に
、
必
ず

し
も
招
聘

さ
れ
る
と

は
限

ら
な

い
状

態

に
陥

る
か
も
し
れ
な

い
」
と

い
う
も

の
で
あ

っ
た
。
楊

の
見
解

は
、
国
際
的

な
孤
立
を
防
ぐ

こ
と
も
考
慮
し
、
会
議

の
結
果
を
肯
定
的
に
受
け
止
め
よ
う

と

す

る
も

の
で
、
個
別

の
条
約

に
対
し

て
は
、
以
下
の
よ
う
に
判
断
し
た
。
第

一

に

「
陸
戦

の
法
規
慣
例

に
関
す

る
条
約
」
、
「
ジ

ュ
ネ

ー
ヴ
条
約

の
原
則
を
海
戦

に
適
用
す

る
条
約
」

の
に
条
約

に

つ
い
て
は
調
印
し
な

い
こ
と
、
第

二
に
そ
れ

以
外

の
条
約

お
よ
び
宣

言
に

は
調
印
す

る
こ
と

、
第

三
に
赤

十
字
に

つ
い
て

は

「
善

挙
」
と
認

め
、

一
八

六
四
年

の
ジ

ュ
ネ
ー
ヴ
条
約

に
は
調
印
す

る
こ

と
、

で
あ

っ
た
。

ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
調
印
に
反
対
し
た
の
は
、
中
国
に
西
洋
式

の
近
代
的
な
陸
軍
が
形
成
さ
れ

て
い
な

い
状
態

で
、
西
洋
基
準
が
適
用
さ
れ
る

こ
と
に
無
理
が
あ

っ
た
た
め
で
あ
り
、
ジ

ュ
ネ

ー
ヴ
条
約

の
海
戦
適

用
に

つ
い

て
は
、
中
国
沿
岸

部
に
西
洋
式

の
病
院
、
医
者
、
救
護
船
な
ど
が
完
備

さ
れ
て

い
な
か

っ
た
た
め
で
あ
る
。
国
際
標
準

の
適
用
に
よ
る
弊
害
を
忌
避

し
た

の
で

あ
る
。
他
方
、

「国
際

紛
争

の
平
和
的

処
理
に
関
す

る
条
約
」
は
国
際
紛
争
が

あ

っ
た
場
合

に
清

に
も
有

利
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
。
(
7
)

こ
れ
に

対
す

る
皇
帝

の
判
断

は
、
総

理
各

国
事
務
衙
門
に
討
議
さ
せ
て
、
上
奏
さ
せ
る

こ
と

、
と

い
う
も

の
で
あ

っ
た
。

総

理
衙
門
は
、
基
本
的

に
楊

儒

の
方
針
を
是
と
し
た
が
、
「
ジ

ュ
ネ

ー
ヴ
条

約

の
原
則
を
海
戦

に
適

用
す
る
条
約
」

に

つ
い
て
は
、
世
界
全
体

が

「善
挙
」

を

し
よ
う
と

い
う

の
に
、
も
し
調
印
し
な

い
と
、
た
だ
中
国
だ
け
が
独
り
特
殊

に
な

っ
て
し
ま
う

の
で
、
「
他
と
同
様

に
善
を
示
す
こ
と
を
妨
げ
ず

、
そ

の
徳

の
意
を
実
行
す

る
の
が
良

い
」
と
し
た

の
で
あ

っ
た
。
だ
が
、
朝
廷
は
本
当

に

諸
条
約

に
調
印
し

て
も
問
題
が
な

い
の
か
再
精
査
す
る
よ
う

に
と
差
し
戻
し
た

の
で
あ

っ
た
。
(
8
)

総
理
衙
門
は
再
び
調
印
し
て
も
問
題
な

い
と
上
奏
し
た
が
、
朝

廷
側
は
以
下

の
よ
う

に
反
論
し
た
。
「
『国
際
紛
争

の
平
和
的
処
理
に
関
す

る
条
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約
』

に

つ
い
て
は
、
確

か
に
何
か
問
題
が
発
生
し
た
際

に
、
そ

の
問
題
を
和
ら

げ

、
解
決
す

る
手
段
と
な

る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
外
国
は
皆
気
脈
を
通

じ
て

い
る
の
で
、
臨
戦
時

に
そ
れ
ぞ
れ
当
事
国
が
交
戦

の
利
害

に
鑑
み

て
、
和

解

の
謀

を
め
ぐ
ら
す

こ
と
に
な
る

の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。
(
9
)

」

こ
れ
は
こ
の
条

約
、
あ

る

い
は
常
設
国
際
仲
裁
裁
判
所

の
有
効
性

に
つ
い
て
疑
義
を
呈
し
た
も

の
で
あ

る
。
総
理
衙
門
は
、
確
か
に
条
約
を
締
結
し

て
も
、
実
際

の
紛
争

で

の

「操
縦
之
権
」
は
当
事
国

に
あ
り
、
こ

の

「
公
会
」

(多

国
間
条
約
に
よ
る
集

団

的
秩
序
)

の
牽
制
を
受
け
は
し
な

い
だ

ろ
う
と
し
た
。
だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
調

印
し

て
も
問
題
な
く
、
ま
た
多
く

の
国

々
が
既
に
調
印
し
て

い
る

の
に
、
独
り

中
国
だ
け
が
異
議
を
と
な
え
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な

い
と
し
、
調
印
が
認
め
ら

れ
た

の
だ

っ
た
。
(
1
0
)

こ

の
総
理
衙
門

の
判
断
は
皇
帝

の
裁
可
を
受

け
、
楊
儒

に
伝

え
ら
れ
、
(
1
1
)

一
二
月

二
七
日
に
オ
ラ

ン
ダ
で
調
印

し
た

の
で
あ

っ
た
。

会
議
終
了
後
、
楊
儒
は
総
理
衙
門

へ
の
報
告
書

の
中
で
、

ハ
ー
グ
平
和
会
議

に
参
加
し
た
印
象

を
述

べ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
「
地
球
上

の
列
国

の
形
勢
は

春
秋
時
代
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
な

い
」
と

し
、
ま

た
こ
の
よ
う
な

国
際
会
議

に

参

加
し
た

の
は
初

め
て
で
あ
り
、
今
後
、
郵
政

、
商
務

、
国
際
法
な
ど

の
国
際

会
議

が
有

る
こ
と

が
考
え

ら
れ
る
が
、
今

回
の
参
加
は

そ
れ
ら

に
参
加
す

る
上

で

の
先
例
と
な

る
も

の
な

の
で
、
「
こ
れ
こ
そ
誠
に
近

日
外
交

の

一
大

転
機

で

あ

る
」
(
1
2
)

と

し
て

い
た
。

し
か
し
、

ハ
ー
グ
平
和
会
議

で
サ
イ

ン
し
た
条
約
は
、
結
局
義
和
団
事
件

の

混
乱

の
中

で
批
准
さ
れ
ず

に
持
ち
越
さ
れ

て
し
ま
う
。
そ
し

て
、
辛
丑
和
約
が

締
結

さ
れ
た
後
も
批
准

は
な
さ
れ
ず
、
結
局
、
批
准

が
問
題
と
な

っ
た

の
は
、

日
露
戦
争

に
直
面
し

て
か
ら
.で
あ

っ
た
。

こ
の
戦
争
に
対
し

て
、
清
は
、

一
九

〇
四
年

二
月

一
二
日
に

「
中
立
宣
言
」
を
発
し
た
が
、
(
1
3
)

そ
の
戦
時
中
立
に

つ
い

て
は
、
そ

の
内

容
お
よ
び
日
本

・
ロ
シ
ア
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
好

意
的
な
中
立

で
は
な

い
か
と
日
露

両
国
か
ら
様

々
な
疑
義
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
清
は
、
自

ら
の
中
立

に

「国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約
」
、
ま
た

ハ
ー
グ
平
和
会
議
加
盟
国

と
し

て
の
後
盾

を
与
え
よ
う
と
、
(
1
4
)

同
条
約

の
批
准
を

お
こ
な
う

こ
と
と

し
た
。

清

は
、
オ
ラ
ン
ダ
と
交
渉
し
、
「
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約
」
そ
の
ほ
か
に
つ

い
て
、
皇
帝

の
裁

可
を
経

て
、
オ
ラ
ン
ダ
に
寄
託
す

る
か
た
ち

で

一
九

〇
四
年

一
一
月

二

一
日
に
批
准
し
た
。
(
1
5
)

一
九

〇
四
年
、
正
式
に

「
ハ
ー
グ
平
和
会
議
」

加
盟

国
と
な

っ
た
清

は
、
駐
露
公
使
胡
惟
徳
、
参
賛
官
何
彦
、
翻
訳
官
陸
徴
祥

ら
を

ハ
ー
グ
に
派
遣

し
た
。

こ
れ
は
、
赤
十
字
関
連

の
船
舶
免
税
条
約

に
関
す

る
審
議
を

お
こ
な
う

た
め
で
あ

っ
た
。

一
八
六
四
年

の
ジ

ュ
ネ
ー
ヴ
条
約

に
つ

い
て
は
、

一
九
〇
四
年

に
赤
十
字
側
か
ら
外
務
部
に
清
側
に
招
聘
状
を
出
し
、

同
年
七
月

に
な

っ
て
加
盟
手
続
き
を
完
了
し
た
。
こ
の
会
議
に
参
加

し
た
胡
惟

徳
公
使
は
、

ハ
ー
グ
平
和
会
議

へ
の
参
加
に
は

ロ
シ
ア
の
斡
旋
が
あ

っ
た
こ
と

を
指
摘
し
、
同
時

に
朝
鮮
、
ブ
ラ
ジ
ル
、

ア
ル
ゼ
ン
チ

ン
な
ど

の
諸

国
が
招
か

れ

て
い
な

い
こ
と
か
ら
も
、
中
国
が
優
遇
さ
れ
て

い
る
と
、
外
務
部
宛

て
の
書

簡

で
述

べ
て
い
る
。
第

一
回

ハ
ー
グ
平
和
会
議

に
は
、

ア
ジ
ア
か
ら
日
本
、
中

国
、

シ
ャ
ム
、

ペ
ル
シ
ャ
が
招
か
れ
て
い
た
も

の
の
、
朝
鮮
は
含
ま

れ
て
い
な

か

っ
た
。
ま

た
、
中
南
米

で
も

メ
キ
シ

コ
は
招
か
れ
て

い
た
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
、

ア
ル
ゼ

ン
チ

ン
は
含
ま
れ
て

い
な
か

っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
会
議

に
選
ば
れ
参

加
す
る
と

い
う

こ
と
じ
た

い
に
、
そ

の
国

の
国
際
的
地
位
が
含
意
さ
れ

て
い
る

と
考
え
ら
れ

て
い
た
。
他
方

、
胡
は

「
要
す
る
に
、
地
球
上

の
各
国

の
形
勢

は

春

秋

の
時
と
変
わ
ら
な

い
の
だ
。
春
秋
時
代

か
ら
す
で
に
二
千
年
を
経

て
い
る
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と

は

い
え

、
個

々
の
内
容

は
ま
だ
ま
だ
符
合
す

る
」
と

い
う

よ
う
な

、
国
際
社

会
認
識
を

示
し
て

い
る
。
(
1
6
)

こ
れ
は
、
先

の
楊
儒

の
会
議

へ
の
印
象
と
似
た
も

の

と
な

っ
て

い
る
が
、
中
国
自
身

が
春
秋
時
代

の

一
国

で
あ

っ
た
よ
う

に
、
五
覇

の

一
で
あ

る
と
自

己
を
認
識

し
て
い
た

か
ど
う
か
は
不
明

で
あ

る
が
、
少
な
く

と
も
劣
勢

に
あ
る
構
成
員
だ
と

は
認
識
し

て
い
る
わ
け

で
は
な
か

っ
た
と
推
測

で
き

る
。

こ
れ
は
、
選
ば
れ
た
国
と
し

て
会
議

に
参
加
し
た
点

や
、
以
下
に
示

す

一
等
国
と

し
て
の
経
費
負
担
、
さ
ら

に
は
中
国

の
参
加
資
格
を
問
題
と
す

る

向

き
が
見
ら

れ
な

か

っ
た
な
ど
か
ら
想
像
可
能
な
こ
と

で
あ
る
。

最
後

に
、
第

一
回

ハ
ー
グ
平
和
会
議

の
経
費
負
担

の
問
題

に
つ
い
て
簡
単
に

説
明

し

て
お
き
た

い
。
こ

の
点

は
ド
イ

ツ
に
駐
在
す

る
清
公
使

と
オ

ラ
ン
ダ

公
使

の
間

で
調
整
さ
れ
た
。
オ

ラ
ン
ダ
政
府
は
、
中
国
を

「
大
国
」
と
看
做
し

「
頭
等

国
家

(
=
一
等
国
)
」
(
1
7
)

と
し

て
の
経
費
負

担
を
要
請
し
た
。
中
国
が
経
費

負

担

の
面

で

一
等
国
と
認
識
さ
れ
た

の
は
、
人

口
規
模
に
応
じ
た
配
分
を
し
た

こ
と
に
由
来
す

る
の
で
あ

っ
て
、
文
明
国
標
準
に
依
る
も

の
で
は
な

い
。
中
国

は
、
金

額
的

に
も
決
し

て
多
く
な

い
こ
と
を
確

認
し
た
上
で
、
こ
れ
を
受

け
入

れ
、
(
1
8
)

正
式
に

ハ
ー
グ
平
和
会
議

の
メ

ン
バ
ー
と
な

っ
た

の
で
あ
る
。

二

第
二
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議

(
一
九
〇
七
年
)
と
中
国
外
交

第

二
回
平
和
会
議
は
、

一
九
〇
四
年
末

に
ア
メ
リ
カ
が
開
催
を
提
起

し
、

ロ

シ
ア
が

そ
れ
を
支

持
し

て
、

一
九
〇
七
年

に
開
催

さ
れ
た

。
中
国

は

一
九
〇

五
年

に

ロ
シ
ア
か
ら
招
聘
さ
れ
た
。
(
1
9
)

こ

の
会
議

に
参

加
し
た

国
は
四
四
力
国
、

「
国
際

紛
争

の
平
和
的
処
理

に
関
す

る
条
約

」
な
ど
が
あ
ら

た
め
て
審
議
さ
れ

た
。

こ
こ
で
は
、
仲
裁

よ
り
も
強
制
性

が
強
ま

る
司
法
手
続
き
を
適
用
す

る
こ

と

に
よ
り
紛
争

を
解

決
す

る
常

設
国
際
司
法
裁
判
所

の
設
置
が
求
め
ら

れ
た

が
、
判
事

の
選
任
方
法
を
め
ぐ

っ
て
紛
糾
し
、
結
局
条
約

の

一
部
修
正
と
仲
裁

手
続
き

の
規
則
修
正
が
お

こ
な
わ
れ
た
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
だ

が
、

こ
の
審
議

過
程

に
お
け

る
中
国
を
取
り
巻
く
状
況
は
、
第

一
回
会
議
に
比

べ
て
、
厳
し

い

も

の
と
な

っ
て
い
た
。

こ

の
会
議
が
開
催
さ
れ
る
に
際
し
、
中
国
の
在
外
使
臣
の
中

に
は
、
そ
れ
ま

で
設
け
ら
れ

て
い
な
か

っ
た
駐
オ

ラ
ン
ダ
公
使
を
置
き
、

ハ
ー
グ
平
和
会
議
関

連

の
事
務
を
担
当
さ
せ
る
こ
と
を
唱
え
る
者

が
見
ら
れ
始

め
た
。
駐

フ
ラ
ン
ス

公
使

で
あ

っ
た
孫
宝
琦

、
駐
米
公
使

で
あ

っ
た
梁
誠
な
ど
が
そ
れ

に
あ
た
る
。

孫
公
使
は
、
中
国
が
既
に
国
を
開

い
て

い
る
と
は
言

っ
て
も
、
依
然
と
し
て
各

国
か
ら

「
公
法

以
外

の
国
」

(万
国
公
法

の
下
に
は
な

い
国
)
だ
と
認
識
さ
れ
て

お
り
、
義
和

団
事
件

以
後
急
速

に
世
界
と

の
交
流
が
盛

ん
に
な
る
中
で
、

こ
の

問
題
を
解
決
す

る
必
要
性
が
増
し

て

い
る
と
警
告
を
発
し

て
い
る
。
そ
し

て
、

第

一
回

ハ
ー
グ
平
和
会
議

に
参
加

し
な

が
ら
も
批
准

が
遅
れ
た
た
め
に
、
中
国

自
身

が
万
国
公
法

の
世

界
に
は

い
る

つ
も
り
が
な

い
の
で
は
な

い
か
と

い
う
疑

念
を
も

た
れ
た
の
だ

か
ら
、
ま
た

ハ
ー
グ
平
和
会
議
加
盟
国

の
多
く
が
オ

ラ
ン

ダ
に
常
駐
使
節
を
置

い
て
日
常
的

に
交
流
し
て

い
る
状
況
に
鑑

み
、
中
国
は
使

節
を
オ

ラ
ン
ダ

に
派
遣

し
、
規
則

に
照
ら
し
て
常
設
仲
裁
裁
判
所

の
判
事
も
兼

ね
、

さ
ら

に
国
際
法

の
外
国
人

の
専
門
家
を
雇

っ
て
裁
判
所

の
判
例
を
研
究

さ

せ

る
べ
き
だ
と
し
た

の
で
あ
る
。
(
2
0
)

そ
し

て
、
駐
オ

ラ
ン
ダ
公
使
館

の
開
館

が
決

定
さ
れ
、
第

一
回

の
平
和
会
議

で
翻
訳
を
担
当
し
た
陸
徴
祥
が
、
駐

ロ
シ
ア
公

使
館

の
二
等
参
賛
官
か
ら
新
設
さ
れ
た
駐
オ
ラ
ン
ダ
公
使

に
大
抜
擢
さ
れ
た

の

で
あ

っ
た
。
(
2
1
)

こ

の
陸
こ
そ
が
、
後
に
中
華
民
国

の
初
代
外
交
部
長
と
し
て
、
第
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三
回

ハ
ー
グ
平
和
会
議
参
加

の
準
備
を
し
、
ま
た
第
三
同
会

議

の
代
わ

り
に
開

か
れ
た
と

い
う
こ
と
も

で
き
る
パ
リ
講
和
会
議
に
お
け
る
、
中
国
代
表

団
の
首

席
全
権
代
表
と
な

っ
た

の
で
あ
る
。

陸
公
使
は
第

二
回
平
和
会

議
を
大
変
重
視

し
、
中
国
代
表

の
地
位

に
関
す

る

建
議
を
お
こ
な

っ
て

い
た
。
各

国
が
大
使
級

の
代
表
を

派
遣
す

る
中

で
、
中
国

は
公
使

で
あ
る
陸
を
代
表
と
す

る
こ
と

に
よ
り
立
場
上

不
利

に
な

る
こ
と
を
恐

れ
、
オ

ラ
ン
ダ
公
使

が
兼
任
と

し
て
会
議

に
参
加
す

る
の
で
は
な
く
、

ハ
ー
グ

平
和
会
議

の
た

め
の
専

門
大
使
を
派
遣
す

る
こ
と
を
求

め
て

い
た

の
で
あ

る
(
2
2
)

。

当
初

、
外
務
部

は
そ
れ
に
応
じ
な

か

っ
た
。

し
か
し
、
陸
公
使
は
外
務
部

に
再

要
請

す
る
。
そ
こ
に
お

い
て
焦
点
と
な

っ
て
い
た

の
は
、
国
際
的
地
位
と
そ
れ

を

め
ぐ
る
日
本

の
動
向

で
あ

っ
た
。
陸
公
使

は
、
「各

国
は

み
な
大
使
を

派
遣

す

る
と

し
て
い
る
が
、
そ

の
理
由
を
考
え

て
見

る
と
、

こ
の
平
和
会
議
は
万
国

の
玉
帛

の
戦
場

で
あ

る
た
め
だ

ろ
う
」
と
述

べ
る
。
玉
帛
は
、
皇
帝
や
他
国
に

対
す

る
贈
答
品
な
ど
を

さ
す

が
、
「
玉
帛

の
戦
場
」
と

い
う

の
は
実
際

に
武
器
を

も
ち
戦
う

「
干
戈

の
戦
場
」
と
対

に
な
る
、
武
器
を
用

い
な

い
外
交
的
な
戦
場

の
こ
と

で
あ

ろ
う
。
そ
し

て
、
会
議
に
参

加
す
る
人
員
こ
そ
が
、
国
家

の
代
表

で
あ
り
、
「壇
占

(対
立
や
障

壁
)
の
あ
る
な
か

で
各

国
は
同
盟

し
、
国
際
的
な

地
位
を
あ
げ
る
こ
と
を
重

視
し
、
参
加

す
る
代
表

の
会
議

に
お
け
る
地
位
を

示

す
階
級
こ
そ
が
、
そ

の
国
家
が
世
界
で
得

て

い
る
等
差
を

暗
に
示
す
も

の
と
も
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な
る

の
で
あ

る
」
な
ど
と
し
て
、
大
使

の
派
遣
を
要
求
し
た

の
で
あ

る
。
ま

た
、

こ

の
国
際
的
地
位
を

め
ぐ

っ
て
、
陸

は
特

に
日
本
を
警
戒

し
て

い
た
。
「
日
本

は
最
爾

国

(小
国
)

で
あ

る
が
、
そ

の
国
際
的
地
位
を
列
強
と
同
じ

レ
ヴ

ェ
ル

に
ま
で

一
気

に
押

し
上
げ

よ
う
と

し
て
お
り
、

日
露
戦
争

で
の
戦
勝
と

い
う
時

機
を

利
用
し
て
、
大
使
を
派
遣
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
我
国
も
、

い

ま

こ
の
万
国
平
和
会
議

の
機
会
に
乗

じ
て
、
こ
れ
を
利
用
し
、

一
等
使
節
を
派

遣

し
、
今
後

は
そ
の
大
使
が
先
導

し
て
い
け
ば
、
国
際
的
地
位
は
お
の
ず
と
回

復

し
て

い
く

で
あ

ろ
う
」
な
ど
と
陸
は
本
国

の
外
務
部

の
幹
部
に
訴
え

、
「
日

本

は
干
戈

(戦
争
)

に
よ
り
名
誉
を
お
さ
め
よ
う
と
し

て
い
る
が
、
我
国
は
玉

帛

(外
交
)

に
よ
り
名
誉
を
お
さ
め
る
」
(
2
4
)

と
し
た

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
陸
公
使

の
要
請
に
応
じ
、
外
務
部
も
方
針
を
転
換
し

て
、
陸
を

ハ
ー
グ
平
和
会
議

の
全
権
使
節
と
し

(大
使
級
)
、
公
使
館

の
参
賛

で
あ

っ
た

銭
恂
が
駐
オ

ラ
ン
ダ
公
使
と
な

っ
た
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ

の
国
務
省
長
官
を
務

め
た
ジ

ョ
ン

・
フ
ォ
ス
タ
ー

(

)
を
顧
問
と
し
て
招
聘
し
た
。

ま
た
、
陸
軍
部
も
当
時

フ
ラ
ン
ス
に
留
学
さ
せ
よ
う
と
し
て

い
た
丁
士
源

(練

務
処
軍
政
司
法
律
科
監
督
)
を
軍
務
委
員
と

し
て
会
議
に
参
加

さ
せ
た
。

フ
ラ

ン
ス
語

の
通
訳
な
ど
を
あ
わ
せ
中
国

の
代
表
団
は
合
計

一
一
名
と
な

っ
た

(全

権
代
表
は
陸
、
(
2
5
)

銭
、
フ
ォ
ス
タ
ー
の
三
名
)
。
こ

の
代
表
団
は
、
規
模
か
ら
見
れ

ば
、
英
露
仏
独
日
な
ど
と
近

か

っ
た
。

第

二
回
会
議
は
一

九

。
七
年
六
旦
五
日

か
ら

一
。
旦

八
日
に
開
催
さ
り
(
2
6
)

、

仲
裁

裁
判
、
陸
戦
、
海
戦
、
中
立
お
よ
び
赤
十
字

の
四
部
会

に
て
議
事

が
進
行

し
た
。
陸
代
表

は
第

三
部
会

の
名
誉
議

長
と
な

っ
た
。
「
欧
米
名
人
」
が
多
く

占

め

る
名
誉

議
長
席

を
中
国

が
得
た

こ
と
は
、
国
際
的
地
位
を

示
す
上
で
意

義
有

る
も

の
と
認
識

さ
れ
た
。
(
2
7
)

し
か
し
、
国
際
仲
裁
裁
判
所
を
め
ぐ
る
審
議

で

は
、
中
国
は

「
非
文
明
国
」
、
「不
平
等
条
約
締
結
国
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、

苦
渋
を
嘗

め
る
こ
と

に
な

っ
た
。
第

一
回
平
和
会
議

で
成
立
し
た
国
際
仲
裁
裁

判
所

は
、
名
目

は
常
設

で
あ

っ
た
が
、
実
際
に
は
書
記
官

一
名
と
事
務
局

で
構
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成

さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
案
件

が
発
生

し
た
場

合
に
判
事
を
選

出
し
て
法
廷
を
形

成

し
て

い
た
。
こ

の
裁
判
所

の
経
費

は
、
万
国
郵
便
会
議

に
お
け
る
経
費
分
担

に
応

じ
て
定
め
ら
れ
て

い
た
が
、
万

国
郵
便
会
議

に
当
時
加
盟

し
て
い
な

か

っ

た
中

国
は
、
(
2
8
)

一
等

国
な
み
の
経
費
負
担
を
負
う

こ
と
と

し
て
い
た
。

ア
ジ

ア
で

は
、

日
本

、
ト
ル

コ
、
中
国

の
三
国

が
同
様

の
負
担
を
負

っ
て
い
た
。

ア
メ
リ
カ
は
、
国
際
仲
裁
裁
判
所
を
よ
り
常
設
的

に
す

る
た
め

に
、

一
七
名

の
判
事
を
置

く
こ
と
を
提
案

し
た
。
そ
し

て
、
法
律
完
備

の
度
合

い
に
応
じ

て

八

力
国

(
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、

フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ

ツ
、
ロ
シ
ア
、
オ
ー
ス
ト

リ

ア
、
イ

タ
リ
ア
、

日
本
)

に

つ
い
て
は
判
事

一
名

の
枠
を
固
定
的

に
得
る

こ

と
と
し
、
残

る
九
枠

に

つ
い
て
は
非
常
任

で
、
任
期
を

一
〇

・
四

・
二

・
一
年

に
分
け

て
割
り
当

て
る
こ
と
と
し

て
審
議
が
進
め
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
こ

の
分

配
も
、
法
律

の
整
備
状
況
が
根
拠
と
さ
れ
た

の
だ
が
、
中
国

に
と

っ
て
衝
撃
が

大

き
か

っ
た

の
は
、
ト

ル
コ
が

一
〇
年
任
期
と
な
る
中

で
、
中
国
が
四
年
任
期

と
さ
れ
た
点

で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
中
国
が
三
等
国
と
国
際
的

に
認
知
さ
れ
た
も

の
と
受
け
止
め
ら
れ
た

の
で
あ

っ
た
。
中
国
は
、
裁
判
所
に
対
す
る
経
費

の
負

担

額
を
根
拠

に
反
対
し
た
。
多

額

の
負

担
が
、
中
国
に
と

っ
て
は
、
そ

の
国
際

的

地
位
を
示
す
資
源

の

一
つ
と
考
え

ら
れ

て
い
た
可
能
性
を
、
こ

の
議
論

は
示

し
て

い
る
。
(
2
9
)

結
局
、
他
国

の
反
対
も
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
案

は
通
過
し
な
か

っ
た
。

だ
が
、
「
三
等

国
問
題
」
は
陸
代
表
や
ほ
か
の
駐
外
使
節

に
大
き
な
影
響

を
与

え

た
。
陸

は
以

下

の
よ
う
に
述

べ
て

い
る
。
「
ハ
ー
グ
保
和
会

に
お
け
る
国
別

ラ
ン
キ

ン
グ

で
は
、
わ
が
国
は
三
等

国
に
降
格

さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
…
…

(中
略
)
南

北
ア
メ
リ
カ

の
諸
国
が

、
わ

が
国

の
こ
と
を
法
律

の
最
も
遅
れ
た

国

と

口
を

そ
ろ
え

て
言

い
、
欧
州
各
国
も

こ
れ
に
附
和

し
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。

ち
ょ
う

ど
、
安
徽

や
浙
江

で
の
事
件

で
地
方
官

の
処
理
方
法
が
不
適
切

で
あ

っ

た
こ
と

が
詳
細

に
新
聞

で
報
道

さ
れ
た
時

に
当
た
り

、
各
国
は
こ
れ
を
引

い
て

証
拠
と

し
て

い
る
。

み
な
中
国

の
治
外
法
権

の
回
収
を
永
遠
に
認

め
て
は
な
ら

な

い
な
ど
と
言

っ
て

い
る
。
」
陸
代
表
は
、
速
や
か
に
憲
法
お
よ
び
そ
の
他

の

法
制
度
を
確
立
し
、
(
3
0
)

主
権
を
保

つ
こ
と
を
本
国
に
要
求
し
た
の
だ

っ
た
。

ま
た
、

フ
ォ
ス
タ
ー

の
採
用
を
求
め
る
な
ど
平
和
会
議
を
重
視
す
る
論
調
を

は

っ
て
い
た
駐
英
公
使
江
大
燮
は
、
親
戚

の
汪
康
年
宛

の
書
簡

で

「
中
国
が
平

和
会
議

で
三
等
国

に
列
せ
ら
れ
、
後
に
争

っ
て
何
と
か

一
等

国
に
上
げ
ら
れ
た

と

の
こ
と
で
あ
る
が
、
実
は
そ

の
よ
う

な
こ
と

は
全
く

な
い
」
な
ど
と
述

べ
、

国
際
的

な
協

調

の
必
要
性
を
唱
え

、
さ
ら
に

「海

軍
を

興
し
、
法
律
を
改
め
、

銭
法
を
変
え
る
に
際
し
て
は
、
内

政
方

面
か
ら
の
援
助
が
な
け
れ
ば
実
現

で
き

な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
し
て
条
約
改

正
や
治
外
法
権

の
回
収
、
関
税
自
主
権

の
回
復
と
も
な
れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と

で
あ

る
」
(
3
1
)

と

い
う

よ
う
に
、
改
革

の
必

要
性
を
唱
え

た

の
で
あ
る
。
自
己
認
識
と

し
て
は
、
「
今
日

の
中
国
は
な
お
南

米

の
諸
小
国
に
も
及
ば
な

い
」
(
3
2
)

と

い
う
慨
嘆
が
あ

っ
た
。

国
際
的
な
地
位

が
、
経
費

の
負
担
と

い

っ
た
面

で
の

「
玉
帛

」
で
は
な
く

、

法
制

の
整

備
な
ど
で
は
か
ら

れ
て
い
く

こ
と
を
痛
感

し
、
諸
制
度

の
整
備
、
不

平
等

条
約

の
改
正

が

い
っ
そ
う

強
く
認
識

さ
れ

る
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
点

で
、

国
際
仲
裁
裁
判
所

の
判
事

の
任
期
問
題
以
外
に
も
中
国
代
表
に
強

い
印
象
を
与

え

た
案
件

が
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
こ

の
裁
判
所
の
案
件
処
理
に

つ
い
て
、
申
告

制

か
ら
義

務
制
に
移
行
さ
せ
る
と

い
う
イ
ギ
リ

ス
代
表

で
あ
る

ア
ー
ネ

ス
ト

・

サ
ト
ー
が
提
起

し
た
案

に
お

い
て
、
治
外
法
権
関
連
案
件
が
対
象
外
と
さ
れ
た

こ
と

で
あ

る
。
治
外
法
権

に
つ
い
て
は
、
特
に

マ
ッ
ケ
イ
条
約
以
後
、
中
国

に
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お

い
て
も
そ

の
改
正

へ
の
道
筋
が
立

て
ら
れ

て
い
た
だ
け

に
、
こ
こ

で
治
外
法

権

の
除
外
を
認
め
る

こ
と
は
不
平
等
条
約
体
制

の
固
定
化
に
も
繋
が
る
と
考
え

ら
れ
た

の
で
あ

っ
た
。
(
3
3
)

サ
ト
ー
は
、
治
外
法
権
条
項
を
除
外
し
た
理
由
を
ト

ル

コ
と

モ
ロ
ッ
コ
に
お
け
る
そ
れ
を
念
頭
に
お

い
て
い
る
と
し
た
が
、
陸
代
表
は

シ
ャ
ム
な
ど
と
と
も
に
徹
底

的
に
反
対
し
、
採
決

の
結
果
、
こ

の
条

項

の
削

除

が
決
め
ら
れ
た
(
3
4
)

。

会
議
終
了
後
、
陸
代
表
は
会
議
の
報
告
書

「保
和
会
前
後
実
在
情
形
並
近
来

世
界
大
勢
」
(
3
5
)

を
提
出

し
て

い
る
。
こ
こ
で
陸
は
前

回
同
様

に

「春
秋
と
異

な
ら

な

い
」
と

世
界
情
勢

を
分
析

し
な

が
ら
も
、
世
界

を
欧
米

亜

の
鼎
立

に
見
立

て
、
「
ア
ジ
ア
」
に

つ
い
て
論

じ
て
い
る
。
そ

こ
で
は
、
治
外
法
権

の
問
題
な
ど

で
、
中
国
、
ペ
ル
シ

ャ
、
シ

ャ
ム
な
ど
が

一
致

し
て
イ
ギ
リ
ス
案

に
反
対

し
た

こ
と
を

「
亜
洲
之
派
」

の
形
成
と

し
て
評
価

し

つ
つ
、
日
本

へ
の
警
戒
を
あ

ら

わ
に
す
る
。

日
本

は
自

ら
を

ア
ジ
ア
の
領
導
と
認
じ
、

日
露
戦
争

で
勝
利
を
収

め
た
こ
と
で

一
躍
列
強

の
仲
間
入
り
を

し
た
と
し
、

ア
ジ

ア
の
牛

耳
を
握
り
、

中
国
を
陥
れ
よ
う
と
す

る
こ
と
が
甚
だ
し

い
と
非

難
し

て
い
る
。

そ
の
上

で
、

日
本
と
利
害
が
対
立
し
が
ち
な

ア
メ
リ
カ
、
ド
イ

ツ
と

の
連
盟
を
も
提
唱
し

て

い
る
。
他
方
、
林
董
公
使
ら
が
中
国
を
韓
国
と
同
様

に
み
な
そ
う
と
し

て
い
る

こ
と

に
も

反
発
し

て
い
た
。

「我

国
は
も
と
も
と
会
議

で

一
等
国
扱

い
を

受
け

て
い
た

の
だ
が
、
日
本
代
表

の
意
見

に
よ

っ
て
、
我
国

の
地
位
は
三
等

国
に
ま

で
下
げ
ら
れ
た
。
こ

の
落
差
は
大
き
く
、
ど
う
し
て
軽
ん
じ
る
こ
と
が
で
き
よ

う
か
。
そ

の
理
由
は
、
中
国

の
法
律
が
特
異

で
あ

っ
て
、
文
明
も
各

国
と
異
な

り
、
そ

の
た
め
に
中
国
で
各

国
が
領
事

裁
判
権
を
得

て
お
り
、
中
国

の
官

員
に

外
国
人
に
対
す
る
裁
判
権

が
な

い
こ
と
」
に
求
め
ら
れ
て

い
た
。

ハ
ー
グ

の
国

際
仲
裁
裁
判
所

で
、
そ
の
よ
う

に
本
国
に
お
け
る
外

国
人
を
裁
く
権
限

の
無

い

国

(す
な
わ
ち

中
国
)

の
官
員
が
判
事
と
な

る
こ
と
は
不
適
切
だ
と

い
う

の
で

あ
る
。
(
3
6
)

こ
う

し
た
こ
と
を

ふ
ま
え
、
陸
代
表
は
、
韓
国
と
同
様
に
亡
国

し
な

い

手
段

と
し
て
立
憲
を
急
ぎ
、
憲
法
を
実
際

に
施
行
し
て
い
く
こ
と
な
ど
を
唱
え

た
の
で
あ

る
。
(
3
7
)

こ
の
よ
う
な
憲
法
や
法
制
整
備
に
よ

っ
て
国
際
的
地
位
を
保
た

ね
ば
な
ら
な

い
と
す
る
見
解

は
、
当
時

の
在
外
使
臣

に
共
通
す
る
も
の
で
、
「
法

制
整
備

が
実
現
し
な
け
れ
ば
、
次

の
平
和
会
議
で
中
国
は
何
等

国
に
な

っ
て
し

ま
う

の
だ

ろ
う
」
(
3
8
)

と
心
配
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

三

国
際
連
盟
を
め
ぐ
る
中
国
外
交

―
九
二
〇
年
代
を
中
心
に
―

第
三
回

ハ
ー
グ
平
和
会
議

の
開
催
は
未
定
で
あ

っ
た
が
、

一
九

一
四
年
で
あ

ろ
う
と

い
う
憶

測
が
あ

っ
た
。
辛
亥
革
命
を
経
て
中
華

民
国
が
成
立

し
た
後
、

中
国

で
は
臨
時
大
総
統
令
に
よ
り
会
議

の
準
備
が
命
じ
ら
れ
た
。
(
3
9
)

中
華
民
国
が

こ
の
会
議
を
重
視
し
た

の
も
、
こ
こ
で
国
際
的
地
位
が
示
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ

た
か
ら

で
あ
る
。
(
4
0
)

こ

の
中
国
に
お
け
る

ハ
ー
グ
平
和
会
議
準
備
会

の
会
長
は
陸

徴
祥
で
、
(
4
1
)

そ
こ
に
顧
維

鈞
ら
の
若
手
委
員
が
加
わ

っ
て

い
た
。
ま
た
、
こ
の
機

関
は

、
外
交

部

の
下
部
組
織

で
は
な
く
、
大
総
統
令

で
組
織

さ
れ
て

い
た

の

で
、
対
外

政
策
に
対
す

る
影
響
力
が
保
証
さ
れ
て
い
た
。
そ
し

て
、
こ
の
準
備

会
は
、
さ
き

の
二
回
の
会
議

に
お
け
る
中
国
の
準
備
が
不
足
し

て
い
た
こ
と

に

鑑
み
、
想
定

さ
れ
る
案
件

に
か
ん
す
る
準
備
を
進
め
る
と
と
も
に
、
あ
わ
せ
て

第
二
回
会
議

で
調
印

が
見
送

ら
れ
た
諸
条
約

に
関
す
る
調
印

の
可
否
な
ど
を
論

じ
て

い
っ
た
。
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一
九

一
四
年

三
月
、
ア
メ
リ
カ
、

ロ
シ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
三
国

が
第

三
回
会
議

の
準
備
会
組
織
を
唱
え

、
中
国
側

に
も

照
会

が
あ
り
、
駐

オ
ラ
ン
ダ
公
使
唐
在

復
を

平
和
会

議
そ

れ
じ
た

い
の
準
備
会

の
委
員
と

し

て
充
当

す
る

こ
と

と
し

た
。
し

か
し
、
第

一
世
界
大
戦

が
七
月
末

に
開
始
さ
れ

る
。
中
華
民
国
は
直
ち

に
中
立
を
宣
言
、

八
月
六

日
に
は
大
総
統
令

で

「局
外
中
立
条
例
」
を
発
布
し

た

の
で
あ

る
。

こ
こ
で
は
、
租
界
、
租
借
地
を
含
む
、
中
国

の
領
土
、
領
海

に

お
け

る
交
戦
を
禁
止
す

る
こ
と
が
意
図
さ
れ

て
い
た
が
、
日
英
軍
は
山
東

の
ド

イ

ツ
租
借
地
を
攻
撃
し
た
。
あ

る
国
が
中
立
を
宣
言
し
た
場
合
、
そ

の
中
立
国

内

に
あ
る
租
界

・
租
借
地

に
も
中
立
条
項
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
と

い
う
点

に

つ
い
て
は
、

一
般
論
と
し

て
定

説
が
形
成
さ

れ
て

い
な
か

っ
た
。
そ

の
た
め
、

こ

の
点

に
関
す

る
研
究
を
進
め
第
三
回

の
平
和
会
議
に
こ

の
問
題
を
提
起
し
よ

う

と
準
備
を
し

て
い
た

い
の
で
あ
る
。
(
4
2
)

こ

の
ほ
か
に
も
、
不
平
等
条
約
改
正
に

向

け

て
の
包
括
的
な
原
則

(領
土
・
主

権

・
行
政
権

の
尊

重
な
ど
)

の
提
出
を

企
図
し

て
い
た
。

一
九

一
七
年
三
月
、
中
国
は
ド
イ

ツ
と
断
交
し
、
第

一
次

世
界
大

戦
に
参

戦

す

る
が
、
そ
れ
に
際
し

て
中
国
は
殆
ど

の
ハ
ー
グ
平
和
会
議

関
連

の
条
約

に
調

印

、
批
准

し
た
。
中

国
は
、

ハ
ー
グ
平
和

会
議

に
体
現

さ
れ
る
国
際

標
準

に

の

っ
と

っ
て
参

戦
し
よ
う
と

し
た

の
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う

な
政
策

は
、
先

の

日
露

戦
争

へ
の
対
応
に
も
通
じ
る
。
第

一
次

大
戦
終
結
後

、
中
国
は
戦
勝
国
と

な
り

パ
リ
講
和
会
議
に
参
加

し
た
。
こ
こ
で
、
中
国
は
対

ド
イ

ツ
の
ヴ

ェ
ル
サ

イ

ユ
条
約

に
は
調
印

せ
ず

、
対

ト
ル

コ
の
セ
ー
ブ
ル
条
約

に
も
治
外
法
権
条

項

を

理
由

に
調
印
し
な
か

っ
た
。

し
か
し
、
中
国
は
対
オ
ー

ス
ト
リ

ア
、
サ

ン

・

ジ

ェ
ル

マ
ン
条
約

に
は
調
印

し
、
そ
の
第

一
条

の
条
文

に
基
づ

い
て
、
国
際
連

盟

の
原
加
盟
国
と
な

っ
た
。

当
時
、

パ
リ
で
は
、
国
際
連
盟

の
規
約
制
定
会
議
も
開
催
さ
れ
て
い
た
。
中

国

に
と

っ
て
は
、

パ
リ
講
和
会
議
と
と
も

に
、
こ
の
連
盟

の
規
約
会
議
こ
そ
が

重
要
だ

っ
た
。
国
際
連
盟
は
、
大
戦
後

の
国
際
秩
序
形
成

の
た
め
の
機
構
と

い

う
側
面

と
共
に
、
第
三
回

ハ
ー
グ
平
和
会
議
と
し

て
の
要
素

も
有

し
て

い
た

。

中
国
国
内

で
は
ウ

ィ
ル
ソ
ン
主
義
が
尊
重
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
外
交
官

や
中
央

の
政
治

家

に
も
国
際

連
盟

に
期
待
す

る
向
き
が
あ

っ
た
。
(
4
3
)

顧
維
鈞
は
、

徐
世
昌
大
総
統
に
対
し

て
、
ウ

ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
宛
に
以
下
の
よ
う
な
親
書
を

送
付
す
る
よ
う
求
め
、
あ
わ
せ

て
国
内

で
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
よ
る
国
際
連
盟
組
織

の
意
思
を
宣
伝

、
(
4
4
)

鼓
吹
す

る
よ
う

に
求
め

て
い
た
。
「貴
大
統
領
が
国
際
連
合

会
を
組

織
す

る
こ
と
を
主

張
し
、
国

の
大
小
強
弱

に
関
わ
ら
ず

公
理
を
維
持

し
、
世
界

の
永
久

和
平
を
保

と
う

と
な
さ

っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
、
そ
の
事
は
大

き
く
、
意
は
美

し

い
。
本
大
総
統

そ
し
て
国
民
は
と
も

に
心
か
ら
深
く
感
銘
を

受
け
、
そ
れ
が
徹
底
的

に
推

し
進

め
ら
れ
て
実
を
結
び
、
世
界
に
隈
な
く
そ

の

成
果
が
行
き

わ
た
る
こ
と
を
期
待

し
て

い
る
」
。

他
方

、
パ
リ
講
和
会
議
中

の

一
九

一
九
年

二
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
、
国
際

連
盟
委
員
会

(五
大
国
以
外

に
九

力
国

の
代
表
か
ら
構
成
)
が

一
五
回
に
わ
た

り
開
催

さ
れ
、
顧
維
鈞
代
表
も
参
加

し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
国
際
連
盟
規
約
が

主

に
議
論

さ
れ
た

が
、
中
華
民
国

は
そ

こ
で
も
自

ら
の
地
位

の
保
全
を
は
か
る

外
交
を
展
開
し
た
。
(
4
5
)

二
月

一
四
日
、

ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
が
国
際
連
盟
規
約
草

案

に

つ
い
て
報
告
し
た
と
き
、
顧
維
鈞
は
中
華
民
国
全
権
と
し
て
演
説
を
お
こ

な

っ
た
。
顧
は
、
中
国

の
人

口
規

模
を
強
調
し

つ
つ
、
「
こ
の
連
盟
規
約

が
施

行

さ
れ

れ
ば
、
国
家

の
非
法
行
為
は
防
が
れ
、
世
界
平
和
が
保
障
さ
れ
る
」
と
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述
べ
た
。
(
4
6
)

連
盟
規
約

の
第

一
〇
条

に
は
、
加
盟
国

の

「領
土
保
全
、
政
治
的
独

立
」

が
盛
り
込
ま

れ
、
も

し
そ
れ
が
冒

さ
れ
そ
う
な
場
合
、
理
事
会
が
当
該
侵

犯

国
に
対

し
て
条
約

の
履
行
を

求
め

る
と

い
う

こ
と
に
な

っ
た
。

こ
の
条

項

は
、

パ
リ
講
和
会
議

で
中
国
が

一
貫
し

て
要
求
し

て
い
た
内
容

で
あ
り
、

一
九

二

一
年

の
ワ
シ
ン
ト

ン
会
議

に
お
け
る
九

力
国
会
議

に
も
盛
り
込
ま
れ
た
。
中

国
が
領
土
保
全

・
政
治
独
立
な
ど
を
唱
え
た
こ
と

の
背
景

に
は
、

二

一
箇
条
問

題

や
山
東
間
題
を
は
じ
め
と
す

る

一
連

の
外
交
問
題
を
解
決
す
る
上

で
の
包
括

的
な
原
則
を
諸
外
国
と

の
や
り
取
り

の
中

で
獲
得
し
よ
う

と

い
う
意
図
が
あ

っ

た
と
見

て
よ
か

ろ
う
。
し
か
し
、
ジ

ュ
ネ
ー
ヴ

で

一
九
二
〇
年
一
一

月
か
ら

一

二
月
に
か
け

て
開
催
さ
れ
た
第

一
回
総
会
は
、
連
盟
が
中
国

の
抱
え

る
具
体
的

な
問
題
を
解
決
す
る
場
と
し

て
は
機
能
し
な

い
こ
と
を
中
国
代
表
が
知
る
場
と

な

っ
た
。
連

盟
規
約

第
二

一
条

は
、
モ
ン

ロ
ー
主
義

や
地
域
協
商

(

)
を
認
め
て
お
り

、
日
本

の
東

ア
ジ
ア
に
お
け
る
覇
権
主
義

や
石
井
ラ
ン
シ

ン
グ
協
定

な
ど
を
正
当
化
す

る
根
拠
と
な

っ
て

い
た
。

し
か
し
、

ハ
ー
グ
平
和
会
議

以
来

の
国
際
的
地
位
を

め
ぐ

る
問
題

で
は
、
中

華
民

国
は

一
定

の
成

果
を
あ
げ

る
こ
と

に
な

っ
た
。

こ
の
点

、
顧
維
鈞

、
王
寵

恵
ら

の
代
表

が
拘
泥

し
た
理
事
会
理
事
国
を
選
定
す

る
手
順
を
定
め
た
第

四
条

を

め
ぐ

る
審
議
が
重
要

で
あ

る
。
(
4
7
)

こ
の
問
題
は
国
際
連
盟
下

の
六
委
員
会

の
う

ち
、
法
制
委
員
会

で
ま
ず
審
議
さ
れ
た
。

こ
の
委
員
会

の
主
席
は
イ
ギ

リ
ス
の

バ
ル

フ
ォ
ア
、
副
主
席

は
顧
維

鈞

で
あ

っ
た
。
顧

が
こ
こ

で
主
張

し
た

の
は
、

「
分
洲
主
義
」
と
よ
ば
れ
る
方
法

で
、
非
常
任
理
事
国

四
国

の
う
ち
、
三
国
を
欧

米
か
ら
選
び
、

一
国
を
そ
れ
以
外

(
ア
ジ

ア
、

ア
フ
リ
カ
、
オ
セ

ア
ニ
ア
)
か

ら
選
出
す
る
と

い
う
も

の
で
あ

っ
た
。
(
4
8
)

こ

の
案
は
、
今

回

の
選
挙
に
限

っ
た

一

種

の
希
望
条
項
と
す
る
こ
と

で
法
制
委
員
会
を
僅
差

で
通
過
、
総
会

で
は
大
差

で
通
過

し
た
。
他
方
、
連
盟
発
足
当
初

の
非
常
任

理
事
国

四
国

(
ギ
リ
シ
ャ
、

ベ
ル
ギ
ー
、
ブ
ラ
ジ

ル
、

ス
ペ
イ
ン
)
は
選
挙

で
選
ば
れ
た
わ
け

で
は
な
か

っ

た

の
で
、
こ

の
分
洲
主

義
が
採
用
さ
れ
た
結
果
、
中
華
民

国
が
非
常
任
理
事
国

に
選
出
さ
れ
た
。

ペ
ル
シ

ャ
、
シ
ャ
ム
な
ど
の
ア
ジ
ア
諸

国
、
そ
し

て
中
南
米

諸
国
、
(
4
9
)

さ
ら
に
英
連
邦
、

フ
ラ
ン
ス
な
ど
が
中
華
民
国
を
支
持
し
た
。
中
華
民

国
が
国
際
連
盟
理
事
会

の
非
常
任
理
事
国
と
な

っ
た
こ
と

は
、
当
時

の
中
国
外

交

界
だ

け
で
な
く

、
国
内

世
論

で
も

「
わ
が
国

の
国
際
的
栄
誉

で
あ
る
」
と
し

て
評
価

さ
れ
た
。
(
5
0
)

こ
の
議
席

は
、

ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
開
催

の

一
カ
月
前

に
当
た

る

一
九

二

一
年
九
月

に
開
催

さ
れ
た
第

二
回
総
会
に
お

い
て
も
維
持

さ
れ
た

(四
理
事

国
は
承
認
投
票

で
留
任
)
。
こ
の
の
ち
、
中
国
は

一
九

二
二
年

の
第
三

回
総
会

で
、
国
内
分
裂

、
連
盟
規
約
修

正
案

の
未
批
准
、
連
盟
経
費
未
納
な
ど

の
問
題

が
重
な
り
、
窮
地

に
立
た
さ
れ
た
も

の
の

「分
洲
主
義

」
を
主
張
し

て

議
席
を
維
持
し
た
。

し
か
し
、

一
九

二
一二
年
以
降
、
議
席
維
持
は
困
難

に
な

っ
た
。
こ
れ
は

「
賄

選
」

(不
正
選
挙

に
基

づ
く
大
総
統
選
出
)
、
臨

城
事
件

な
ど

に
よ
る
統
治

能

力

・
条
約
履
行
能
力

へ
の
疑

い
、
中
央
政
府

の
財
政
破
綻
な
ど
が
そ
の
背
景
に

あ

っ
た
。
九
月

の
第
四
回
総
会
で
は
、
中
国
は
落
選
す
る
と
と
も

に
、
分
洲
主

義

に
反
す
る
動
き
も
顕
在
化
し
た
。
(
5
1
)

一
九

二
四
年

の
第
四
回
総
会

で
は
、
中
国

が
提
出
し
た

「
分
洲
主
義
」
(
5
2
)

は
希
望
条
項
と
し
て
通
過
し
た
も

の
の
、
落
選
し

た
。
翌
年

の
第
六
回
総
会

で
も
、
同
様

で
あ

っ
た
。
中
国
は
執
拗

に
分
洲
主
義

を
唱
え
、

ア
ジ
ア

の
代
表
と
し
て
非
常
任
理
事
国

に
な
ろ
う
と
し
た
。

一
九

二
六
年

の
第

七
回
総
会
は
ひ
と

つ
の
転
機

で
あ

っ
た
。
と

い
う

の
も
、
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一
九

二
五
年

の

ロ
カ
ル
ノ
協
定
を
経

て
ド
イ

ツ
が
正
式

に
加
盟
し
、
同
時

に
常

任
理
事
国

に
な
る
と

い
う
案
件
が
浮
上
し
た

こ
と
を
う
け
、
常
任
理
事
国
、
非

常
任
理
国

の
議
席

に

つ
い
て
争
議
が
発
生
、
議
席

の
調
整
な
く
ば
退
会
す
る
と

す
る
国
が
出
始
め
た
か
ら

で
あ

る
。
そ
れ
に
伴

い
、
通
常
九
月

に
総
会
を
開
催

し
て

い
る
連
盟
が
三
月
八
日

に
異
例

の
特
別
総
会
を
開
催
、
非
常
任
理
国
を
目

標
と
し

て
い
た
中
華
民
国
も
、
ド
イ

ツ
加
盟
に
と
も
な

い
常
任
理
事
国
議
席
が

増

加
す
る
な
ら
ば
、
常
任
理
事
国
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
と

い
う

ス
タ

ン
ス
を

と

っ
た
。
中
国
が
連
盟

に
提
出
し
た
と
さ
れ
る
申

請
文
に
は
以
下

の
よ
う

に
記

さ
れ
て

い
る
。
「
国
際
連
盟
理
事
会
常
任
理
事

国

の
議
席
が
増
加
す
る
な
ら
ば
、

中

国
と
し

て
は
常
任
理
事
国

の
議
席
を
得
る
こ
と
を
請
求
す
る
。
同
様
に
こ

の

議
席
を
求

め
る
他
国

に
比

べ
て
も
、
中
国
政
府

は
、
国
際
状
況
お
よ
び
中
国

の

地
位

の
重
要
性

の
点

で
、
常
任
理
事

国
と
な
る
請

求
を
お
こ
な
う

絶
対
的
な
根

拠
を
有

す
る
。
中
国
は
、

ア
ジ

ア
大
陸

の
枢

要
の
地
を
占

め
て
お
り
、
全

世
界

人

口

(「
民
族
」
)

の
四
分
の

一
を
有

し
、
無
量

の
資

源
と

巨
大

な
経
済
力
を
保

有
す

る
。
ま
た
文
明
は
世
界
最
古

で
あ
り

、
『教
化
』
も
も

っ
と
も
早

か

っ
た
。

も
し
、

国
際

連
盟
が
世
界
を
代
表

す
る
機

関
で
あ

る
な
ら
ば

、
中

国
は
常
任
理

事

国
と
な

る

こ
と

に
な

ろ
う

。
そ
う
な

れ
ば
、
国
際

連
盟

の
威

望
も
保

た
れ

よ
う
。
(
5
3
)

」
ポ
ー

ラ
ン
ド
、
ス
ペ
イ

ン
、
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
、
ブ

ラ
ジ
ル
な
ど
も
常
任

理
事
国
を

目
指

し
た
が
、
結

局
、
ド
イ

ツ
だ
け

が
認

め
ら
れ
、
他
国

に

つ
い
て

は
新
た

に
編
成

さ
れ
た

「
理
事
会
改
組
委
員
会
」

に
て
調
整

の
う
え
、
九
月

の

総
会

で
議
論
す

る
こ
と
と

な

っ
た
。
(
5
4
)

中
華
民
国
は
、

こ
の
委
員
会

の
メ
ン
バ
ー

と
な
り
、
常
任

・
非
常
任

の
議
席
増
、
分
洲
主
義

の
二
点
を
主
張
し
た
。
当
時

の
連
盟

代
表

で
あ

っ
た
朱

兆
辛

は
、
当
時

の
指
針

を
以
下

の
よ
う

に
述

べ
る
。

「
自
分

は
ア
ジ

ア
が
少
な
く
と

も

一
つ
の
非
常
任
理
事

国
議
席
を
占

め
る
べ
き

と
考
え

て
い
る
が
、
そ
れ
は

ペ
ル
シ
ャ

・
中
国

・
シ
ャ
ム
の
三
国

で
持

ち
回
り

と
す
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
こ
れ
が
実
現
し
た
ら
、
任
期
を
六
年

と
し
て

ま
ず
中
国
が
担
当
す
る
。
そ
し

て
任
期

の
六
年
中
に
、
連
盟

の
組
織
に
も
変
更

が
加
え
ら
れ
よ
う

し
、
中
国
国
内

の
政
局
も
安
定
す
る
で
あ

ろ
う
か
ら
、
機
を

捉
え

て
常
任

理
事

国
と
な

っ
て
は
ど
う
か
と
考
え

る
。
(
5
5
)

」
だ
が
、
こ

の
委
員
会

で

の
結
論

は
、
常
任

理
国
増
加

で
は
な
く
、
非
常
任
理
事
国
三
席

の
増
加
、
あ

わ
せ
て
分
洲
主
義

の
確

認
が
な
さ
れ
た
。
分
洲
主
義

で
は
、
九
席

の
う
ち
三
席

を
中
南
米

が
お
さ
え

、
残

り
六
席

の
う
ち

二
席
を
ア
ジ

ア
で
占
め
る
べ
く
中
華

民
国
代
表
は
主
張

し
た
が
、

ア
ジ

ア
は

一
席

に
と
ど
ま

っ
た
。
日
本
代
表
も

、

中
国
代
表

に
同
調
し
て
、
ア
ジ
ア
の
二
議
席
化
に
賛
成
し
た
。
し
か
し
、
そ

の

後

、

ス
ペ
イ

ン
、
ブ

ラ
ジ

ル
、
ポ

ー
ラ

ン
ド
が
退
会
を
覚
悟

し

て
猛
烈

に
抗

議

、
非
常
任
理
事
国
九

力
国

の
う
ち

三
国

(毎

回
の
選
挙
で

一
国
)
は
再
任
を

認
め

る

「半
常
任
理
国
」
(
5
6
)

と
す

る
こ
と

で
調
整

さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。

一
九

二
六
年
九
月
、
第
七
回
総
会
が
開
催
さ
れ
、
中
国
は
調
整

上
二
年
任
期
と
な

っ

た
枠

の
非
常
任
理
事
国

に
選
出
さ
れ
た
。
北
伐
さ
な
か
で
の
選
出

に
は
大
き

な

意
味
が
あ

っ
た
。
(
5
7
)

こ
の
の
ち
、

一
九

二
七
年
の
第
八
回
総
会

で
も
議
席
は
維
持

さ
れ
た
。

こ
の
よ
う

に
中
国

に
と

っ
て
非
常
任
理
事
国
と

い
う

ポ
ス
ト
は
国
際
的
地
位

を
示
す
も

の
と
し

て
き
わ
め

て
重
視
さ
れ
て
い
た
。
国
際
連
盟
が
実
際
に
山
東

問
題
を
は
じ
め
と
す
る
外
交
問
題
を
解
決

で
き
ず
と
も

、
こ
う

い

っ
た
国
際
的

な
地
位
を
如
実
に
示
す
場
所
と
し
て
意
識

さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
論
理
は
、

ハ
ー
グ
平
和
会

議
と
同
様

に
経
費

の
負
担

に
も
あ
ら
わ
れ
る
。
創
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立
当
初
、
国
際
連
盟

の
経
費
負
担
制

度
は
、
人
口
に
依
拠
す

る
万
国
郵
便
会
議

国
際
事
務
局
に
お
け
る
経
費

分
担
を
も
と

に
し
て
設

計
さ
れ
、
そ
の
の
ち
修
正

が
加
え
ら

れ
た
。
そ
こ
で
は

一
等

が
イ
ギ
リ

ス
、

フ
ラ
ン
ス
、
二
等

が
日
本
、

イ

ン
ド
、
(
5
8
)

イ
タ
リ
ア
、
中
国
と
な

っ
て

い
た

。
中

国
に
と

っ
て
負
担
増

で
あ

っ

た
が
、
そ
れ
を
否
定
す

る
こ
と

は
で
き
な

か

っ
た
。
唐
在
復
代
表
は
、
特

に
理

事
会

に
お
け

る
非
常
任
理
事

国
選
挙
を
と
り
あ
げ
、
「
選
挙
に
お

い
て
は
、
み
な

中
国
の
会
費
負
担

が
大
き

い
こ
と
か

ら
、
非
常
任
理
事
国

に
選
出
さ
れ
た
と
考

え

て

い
た
し
、
そ
れ

こ
そ
が
公
道
だ
と
思

わ
れ
て

い
た
。
だ
か
ら

こ
そ
当
時

、

総
会

に
お

い
て
経
費

が
高

い
と
抗
議
す

る
こ
と
は

(議
席

の
喪
失
に
も
繋
が
る

の
で
)
躊
躇

さ
れ
た
」
(
5
9
)

と
述
懐
し

て
い
る
。
会
費
問
題
は
、
非
常
任
理
事
国
選

挙

、
国
際
的
地
位
向
上
問
題
と
密
接

に
関
わ

っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
中
国
が
非
常
任
理
事
国

の
議
席
を
失
う
中

で
、
経
費
負
担
と
議
席

の
連
関
性
が
根
拠
を
失

い
、
連
盟
に
減
額
を
も
と
め

て
い
く
。
そ
れ
に
際
し
て

も
ブ

ラ
ジ

ル
と
同
額
と
し
よ
う
と
す
る
な
ど
、
国
際
的
地
位
を
意
識
し
た
額
を

要
請
し
た

の
で
あ

っ
た
。
だ
が
、
中
国

の
財
政
状
況
か
ら
し
て
支
払

い
は
難

し

か

っ
た
。
中
国
が
負
担
額
を
完
済

で
き
た

の
は

一
九
二
〇
年

と
二

一
年
だ

け
で

あ

っ
た
。
連
盟
か
ら

の
督
促

も
相

次
ぎ
、
ま
た
連

盟
自
身

の
財
政

問
題
と

し
て

中
国

の
経
費
未
納

問
題
が
討
議

さ
れ
た
。
し
か
し
、
不
平
等
条
約

を
締
結
し
、

関
税
自

主
権
も
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
財
源
を
借
款

な
ど
の
担
保
と

さ
れ
、

さ
ら

に
内
政
面

で
の
統
治

能
力
に
限
界

が
あ

る
状
態

で
、
完
済

は
困
難

で
あ

っ
た
。

ま
た
諸
列
強
と
し
て
も

、
連
盟
経
費
支
払

い
を

理
由
と

し
て
中
国

か
ら
関
税
自

主
権

回
復

を
要
求

さ
れ
る
と

い
う

こ
と
も
あ
り

、
根
本
的
な
解
決
手
段
を
得

る

に
は
至
ら
な
か

っ
た
。
だ

が
、

そ
れ
で
も

二
二
年
分

は
五
回

に
わ
け

て
分
割
払

い
し

て
八
割
強
を
払

い
、

二
六
年
、

二
七
年
分
は

一
―
二
割
を
支
払

っ
た

(二

三
―

二
五
年
(
6
0
)

、

二
八
年
は
全
く
支
払

っ
て

い
な

い
)
。

お

わ

り

に

一
九

二
八
年

に
北
京
政
府

に
代
わ

っ
た
南
京
国
民
政
府

は
統

一
政
権
と
さ
れ

る
が
、
国
際
社
会
が
直
ち
に
北
京
政
府
と
異
な

る
待
遇
を
与
え
た
わ
け
で
は
な

か

っ
た
。

ア
ヘ
ン
問
題
で
は
連
盟

の
決
定
事
項

の
履
行
能
力
を
問
わ
れ
た
北
京

政
府
期
よ
り
も
更
に
低

い
評
価
が
下
さ
れ
、

一
九

二
八
年

の
非
常
任
理
事

国
選

挙

で
も
落
選
、
国
内

で
は
連
盟
脱
退
論
も
議
論
さ
れ
た
。
し
か
し
、
国
民
政
府

は
む
し
ろ
連
盟
接
近
を
模
索

し
、
中
国
自
身

の
主
権
を
主
張
す

る
よ
り
も

、
国

際
的
な
枠

組

み
の
中

で
国
内

の
諸
問

題
を
解

決
す
る
方
向
を
と

る
よ
う

に
な

る
。
こ

の
転
機
と
な

っ
た
の
が
、

一
九
二
九
年

一
―

三
月

の
連
盟
事
務
副
総
長

の
ジ

ョ
セ

ブ

・
ア
ヴ
ノ
ー
ル
、
ま
た
同
年
冬

の
衛
生
部
長

ラ
イ

ヒ
マ
ン
の
訪
中

と
さ
れ
て

い
る
。

一
九

三
〇
年

一
一
月

に
は
国
民
政
府

が
正
式

に
ラ
イ
ヒ

マ
ン

を
招

聘
、
衛
生
顧
問
と
し

て
中
国
に
赴

い
た

ラ
イ

ヒ
マ
ン
は
、
連
盟

の
経
済

・

財
政
部
長

や
交
通
運
輸
部
長

の
中
国
招
聘
を
斡
旋
し
、
実
現
し

て
い
っ
た
。

一

九

三

一
年

四
月

、
中

国
政
府
は
、
国
家
建
設
を
推
進
す

る
た
め
全
国
経
済
委
員

会
を
創
設
し
、
人
材
派
遣
、
技
術
協
力
、
人
材
養
成
、
文
化
協
力
な
ど
を
含
む
、

国
際
連
盟

か
ら
の
包
括
的
な
協
力
を
求
め
た
。
(
6
1
)

連
盟
も

こ
れ
を
認
め
た
。
連
盟

と
中

国
の
密
月
時
代

の
到
来

で
あ

っ
た
。
中
国
は
連
盟

の
社
会
事
業

の
主
要
舞

台
と
な

っ
た

の
で
あ

る
。

日
本

の
連
盟
脱
退
は
ま
さ

に
こ
の
密
月
時
代
の
到
来
と
と
も
に
訪
れ
た
。

一

九
三

三
年

二
月

四
日

の
日
本

の
議
場
退
場
を
経

た
四
月

一
〇
日
、
連
盟
事
務
局
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が
中

国
援

助
に
対
す
る

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
を
発
表
、
連
盟
理
事
会

の
下
に
特
別
委
員

会
が
組
織
さ
れ
、
中
国
の
全
国
経
済
委
員
会
に
協
力
し

て
計
画
の
遂
行
に
あ

た
る

こ
と
と

な

っ
た

の
で
あ

る
。

一
九

三
四
年

五
月

に
ジ

ュ
ネ

ー
ブ

で
開
か
れ
た
対

中
国
技
術

協
力
委
員
会

(

)
に
提
出

さ
れ
た

ラ
イ

ヒ

マ
ン
報
告

書

(
は
、
国
際
連
盟

の
対

中
協
力
を
物
語

る
。

「
連
盟

の
寵
児
」
と
な

っ
た
中
国
は
、
第

二
次
大
戦

の
戦
勝
国
と
な

っ
た
こ

と

で
国
際
連
合

に
お
け

る
五
大
国

の

一
員
と
な
り
、
安
全
保
障
理
事

会

の
常
任

理
事

国
と
な

っ
て
い
く
。

一
九
四

一
年

に
ル
ー
ズ

ベ
ル
ト
と
チ

ャ
ー
チ

ル
が
大

西
洋
憲
章

に
調
印
、

一
九
四

二
年

一
月
に

ワ
シ

ン
ト

ン
で
サ
イ

ン
さ
れ
た
連

合

国
宣
言
に
お

い
て
、
国
際
組
織

の
設
立
が
提
唱
さ
れ
る
と
、
中
国
も
こ
れ
に
加

わ
り
、
(
6
2
)

ア
メ
リ
カ
の
支
持

の
下
、
戦
後

の
五
大

国

の

一
つ
と
想

定
さ
れ
た
。
そ

し
て
、

一
九
四
四
年
五
月

に
ア
メ
リ
カ
が
安
全
保
障

問
題
会
議

を
米
英

ソ
中

の

四
国
で
開
催
す

る
旨
を
打
診
し
て
き
た
際
に
も
、
蒋
介

石
は
喜

ん
で
出
席
す

る

と

返
答

を
し

て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
五
大
国

の
ひ
と

つ
と
は

い
っ
て
も

、
中
国

の
活
動

空
間
は
限
定
的
で
あ

っ
た
。
米

英

ソ
が
主

た
る
ア
ク
タ
ー
で
あ

り
、
特

に

ソ
連

は
ま
だ

日
本
と

の
中
立
条
約

が
生
き

て
お
り
中

国

の
コ
ミ

ッ
ト
メ

ン

ト
を
嫌

っ
た
と
さ
れ

て
い
る

の
で
あ
る
。
だ

が
、
顧
維
鈞
代
表

の
は
た
ら
き
も

あ
り

、
国
際
連
合
憲
章

が
採
択

さ
れ
た

一
九

四
五
年

四
月
二
五
日
の
サ
ン
フ
ラ

ン
シ

ス

コ
会
議

の
招
聘
状

は
、
英
米

ソ
中

の
四
国
名

義

で
発
せ
ら

れ
た

の
で

あ

っ
た

。

こ
の
の
ち
、
中
国
代
表
権
問
題
が
発
生
す
る
が
、
そ
れ
で
も

中
国

の
安
全
保

障
理
事
会

の
常
任
理
事
国
と
し

て
の
議
席
は
維
持

さ
れ
た
。
だ

が
、
中
華
民
国

で
あ
れ
、
中
華
人
民
共
和
国

で
あ
れ
、
第
二
次
世
界
大
戦
後

の
中
国
が
実
質

的

な
意
味

で
の

「
大
国
」

に
な

っ
た
と
は
考
え

て
い
な
か

っ
た
で
あ

ろ
う
。
だ

が

国
連

で

の
安
保

理

の
議
席

は
中
国

の
国
際
的
地
位

の
象
徴

と
し
て
維
持
さ
れ

た
。
中
国

の
ハ
ー
グ
以
来

の
国
際
的
地
位
向
上
と
世
界
戦
争

の
主
要
戦
勝
国
と

し

て
の
果
実
は
た
し
か

に
限
定
的
だ

っ
た
が
、
そ

の
限
ら
れ
た
、
ま
さ
に
象
徴

的
な
も

の
と
し

て

「
聯
合
国
」

の
安
保

理
の
議
席
が
あ

っ
た

の
で
あ
る
。

西
村
成

雄
は

、
近

代
中
国

の
外
交
空

間
を
、
二
国
間
、
大
国
間

国
際

政
治

(ヴ

ェ
ル
サ
イ

ユ
=
ワ
シ
ン
ト
ン
、
ヤ
ル
タ
=
ポ

ツ
ダ
ム
な
ど
)
、
国
際
連
盟

・

国
際
連
合

の
三
者
に
分
類
す
る
。
そ
し
て
中
国
が
国
際
的
地
位

の
向
上
を

(形

式

的
に
)
達
成
し
た

の
は
第

三
の
外
交
空
間
、
す
な
わ
ち
国
際
連
盟

・
国
際
連

合

と

い
う

場
に
お

い
て
で
あ
り

、
第

二
の
大
国
間
国
際
政
治

の
場
で
は
、

ア
メ

リ
カ

の
大

国
化

政
策

に
よ

っ
て
国
際
的
地
位
が
向
上
し
た
も

の
の
、
そ
れ
は
暫

時

的
な
も

の
に
過
ぎ

な
か

っ
た
と

し
て
い
る
。
暫
時
と

い
う

の
は
カ
イ

ロ
会
談

直
前

を
ピ

ー
ク
と
す

る
と

い
う
こ
と

で
あ

る
。
し
か
し
、
中
国
に
と

っ
て
は
、

こ
の
地
位
向
上

の
放
物
線

の
頂
点
と
も
言
え
る
カ
イ

ロ
会
談
時
の
状
況
が
、

い

わ

ば

「
残
像
」

と
し

て
中

国

の
国
際

的
地
位

に
関
す

る
自

己
認
識
と
な

っ
て

い
っ
た
と

さ
れ
る
の
で
あ

る
。
(
6
3
)

そ
し

て
、
そ

の
残
像
が
実
像
の
よ
う

に
信
じ
る

こ
と

が
で
き
た
場

が
国
連
安
保
理
だ

っ
た
。

ハ
ー
グ
平
和
会
議
以
来

の
歴
史
を
見
れ
ば
、
こ
う
し
た
国
際
会
議

の
場

で
中

国
が
個
別
問
題

の
解
決
を
目
指
し
た
こ
と
も
な

い
わ
け
で
は
な

い
。
山
東
問
題

の
国
際
連
盟

へ
の
提
出
も
検
討
し
た
ほ
ど
で
あ

る
し
、
国
民
政
府
は
連
盟

か
ら
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多
く

の
近
代
化
支
援
を
受

け
た
。
だ
が
、
中
国
が
国
際
組
織

に
お

い
て

一
貫

し

て
推
し
進
め

て
い
た

の
は
、
議
席

や
経
費

な
ど
に
あ
ら
わ
れ
る
国
際
的
地
位

で

あ
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う

。
そ
し
て
、
そ
の
地
位
を

め
ぐ

っ
て
は

日
本

の
地
位

と

の
連
関
が
し
ば

し
ば
意
識

さ
れ
て

い
た

こ
と
も
看
過

し
て
は
な
ら
な

い
。

中
国
が
求

め
て
き

た
の
は
象
徴
的
な

国
際
的
な
地
位
と

で
も
言
う

べ
き
も

の

で
あ

っ
た
し
、
第

二
次
大
戦
後
、

カ
イ

ロ
会
談
前
後

の
実
質
的
な

「
大
国
と
し

て

の
残
像

」
が
自
画
像
と

し
て
自
己
認
識

の

一
方

の
極
を
形
成
し

て
き
た
。
も

し
か
し
た
ら
、
虚
像

か
も
し

れ
な

か

っ
た

そ
の
残
像

が
、
現
在
、
実
像

に
な

ろ

う
と

し
て

い
る
と
見

る
こ
と
が

で
き

る
の
か
も
し
れ
な

い
。
だ
が
、
歴
史
的

に

は
、
中

国
が
国
際
会
議

の
場

で
追
求
し

て
き
た

の
は

ア
ジ

ア
の
代
表
、
非
常
任

理
事

国
な

ど
の
象
徴
的
な
地
位

で
あ
り
、
そ

こ
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
が
あ
る
と

す

れ
ば
、

そ
れ
は
中
国
外
交
史
的

に
は

一
種

の
冒
険
と
な

ろ
う
。

(
1
)

中
華
人
民
共
和
国
外
交
部
棺
案
館
所
蔵
の
棺
案
に
は
、
た
と
え
ば
以
下
の

よ
う
な
も

の
が
含
ま
れ
て
い
る

(筆
者
既
見
の
も
の
)
。
「
周
恩
来
総
理
就
美
国

侵
略
台
湾
問
題
致
聯
合
国
電
」
(
一
九
五
〇
年
、

フ
ァ
イ
ル
番
号

一
二
三
―
〇

〇
〇

一
〇
―
〇
五
)
、
「周
恩
来
総
理
、
章
漢
夫
副
外
長
就
朝
鮮
問
題
及
恢
復
我

在
聯
合
国
席
位
問
題
与
印
度
大
使
潘
尼
迦
的
談
話
記
録

(
一
九
五
〇
年
、

一
〇

五
―
〇
〇
〇
〇

九
―
〇

一

(
一
))
。

(
2
)

梅
汝
轍

「対
日
講
和
問
題
」

(
『光
明
日
報
』

一
九
五

一
年

一
月

一
日
)

(3
)

中
華
民
国
の
賠
償
準
備
過
程
に

つ
い
て
は
、
拙
稿

「対
日
賠
償
請
求
問
題

と
中
華
民
国
」
(
二
〇
〇
二
年
国
際
政
治
学
会
部
会

一
三

「中
国
と
日
本
外
交
」

提
出
論
文
、
未
公
刊
)
、
同

「
歴
史
学
か
ら
見
た
戦
後
補
償
」
(奥
田
安
弘

・
川

島
真
ほ
か

『共
同
研
究

・
中
国
戦
後
補
償
―
歴
史

・
法

・
裁
判
』
明
石
書
店
、

.
二
〇
〇
〇
年
所
収
)
、
賠
償
委
員
会
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
別
枝
行
夫

・
貴
志

俊
彦

・
川
島
真
編

『台
湾

・
国
史
館
典
蔵
行
政
院
賠
償
委
員
会
棺
案
目
録
』
(平

成

一
三
―

一
六
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
、
研
究
成
果
中
間

報
告
書
、
二
〇
〇
二
年
六
月
)
。
な
お
、
抗
戦

の
期
間
が
八
年
と
さ
れ
て
い
る

の
は
、
満
洲
事
変
か
ら
の
起
算
で
は
な
く
、
日
中
戦
争
か
ら
の
起
算
を
連
合
国

か
ら
求
め
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
記
事

で
は
満
洲
事
変
か
ら
含
ま

れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
後

々
の
研
究
な
ど
で

も
満
洲
事
変
か
ら
の
積

算
と

の
誤
解
が
見
ら
れ
る
。

(
4
)

こ
の
数
字
は
、

一
九
五

一
年
の
国
際
民
主
法
律
家
協
会
第
五
回
総
会
に
お

け
る
沈
鈞
儒
の
報
告
、

一
九
五
二
年

一
〇
月
の
ア
ジ

ア
太
平
洋
平
和
会
議
で
の

郭
抹
若
の
演
説
な
ど
で
繰
り
返
し
用

い
ら
れ
、
五
五
年
の
外
交
部
報
告
で

「
数

百
億
ド
ル
」
と

一
度
曖
昧
に
さ
れ
た
が
、
そ
の
の
ち
五
百
億
ド
ル
と
明
確
化
さ

れ
、
国
交
正
常
化
ま
で
賠
償
の
目
安
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
土

井
章

「
中
国
に
対
す
る
賠
償
問
題
」
(『
ア
ジ
ア

・
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
』
三
巻
二
号
、

一
九
七

一
年
四
月
)
、
岡
崎
邦
彦

「日
本

の
中
国
政
策
と
経
済
協
力
」
(永
野
慎

一
郎

・
近
藤
正
臣
編

『日
本
の
戦
後
賠
償
』
勁
草
書
房
、

一
九
九
九
年
所
収
)。

(5
)

ハ
ー
グ
平
和
会
議
に
お
け
る
中
国
外
交
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著

『中
国

近
代
外
交

の
形
成
』
、
唐
啓
華

「清
末
民
初
中
国
対

『海
牙
保
和
会
』
之
参
与

(
一
九

}
九
―

一
九

二
八
)
」
(
『政
大
歴
史
学
報
』
二
三
期
、
二
〇
〇
五
年
五

月
)
、
李
順
民

「
従
保
和
会
的
参
与
看
清
末
外
交
現
代
化
的
努
力
」
(
『史
耘
』
第

一
期
、

一
九
九
五
年
九
月
)
な
ど
を
参
照
。
本
稿
も
、
経
緯
説
明
の
面
で
、
唐
、

李

の
論
文
と
重
な
る
点
が
多
い
。
ま
た
、
拙
稿

「歴
史
物
語
の
中
の
近
代
中
国

論
―

日
本
は
な
ぜ
中
国
の
主
要
敵
か
―

」

(『
R
A
T
I
O
』
〇

一
号
、
講

談

社

、
二

〇
〇
六
年

二
月
)

に
お

い
て
も

、

ハ
ー
グ
平

和
会
議

に

つ
い
て
言
及

し
た

。
な

お
、

ハ
ー
グ

平
和
会
議

と

日
本

外
交

に

つ
い
て
は
、

酒
井

一
臣

「幻

の

『
ハ
ー
グ
の
平
和
』
―

戦
間
期
国
際
協
調
外
交
の
原
型
」
(
『人
文
学
報
』

九

一
号
、
二
〇
〇
四
年

一
二
月
)
を
参
照
の
こ
と
。

(6
)

光
緒
廿
五
年

三
月
初
八
日
収
、
「
和
国
公
使
克
照
会
」
(総
理
衙
門
档
案
、

〇

一
―
二
八
、

一
―

一
、
台
北
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
棺
案
館
所
蔵
=
以

下
省
略
)
。



33中 国外交における象徴 としての国際的地位

(7
)

光
緒
廿
五
年
九
月
十

一
日
収
、
「軍
機
處
交
出
楊
儒
抄
摺
」
(総
理
衙
門
档

案
、
〇

一
―
二
八
、

一
―
三
)

(8
)

「総
署
奏
遵
議
楊
儒
赴
保
和
会
参
酌
情
形
以
便
書
押
摺
」
(
『清
季
外
交
史

料
』

一
四
〇
巻
、
二
〇
―
二
二
頁
)

(9
)

「総
署
奏
遵
査
保
和
会
各
款
並
紅
十
字
会
章
程
尚
無
窒
礙
摺
」
(
『清
季
外

交
史
料
』

一
四

一
巻
、
四
―
六
頁
)

(10
)

「総
署
奏
遵
査
保
和
会
章
内
公
断

一
条
遵
旨
再
行
妥
議
摺
」

(『清
季
外
交

史
料
』

一
四

一
巻
、
九
―

一
〇
頁
)

(11
)

赤
十
字

(紅
十
字
)
に
つ
い
て
は
、
楊
儒
が

一
八
六
四
年

の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ

条
約

へ
の
調
印
を
提
起
し
、

ス
イ
ス
駐
在

の
オ
ラ
ン
ダ
公
使
を
通
じ
て
署
名
す

る
こ
と
を
求
め
た
が
、
実
際
に
は
加
盟
が
実
現
し
て
い
な
い
。
こ
の
経
緯
に

つ

い
て
は
、
張
健
求

「
中
国
紅
十
字
的
起
源

(
一
九
〇
四
―

一
九

一
二
)
」

(『政

大
史
粹
』
第

二
期
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
)

に
詳
し

い
。
日
露
戦
争
時
に
は
、
清

が
赤
十
字
に
未
加
盟
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
上
海
で
諸
列
強
お
よ
び
中
国

の
商

人
に
よ

っ
て
自
発
的
に
組
織
さ
れ
、
人
員
を
満
洲
に
派
遣
し
、
現
地
に
事
務
所

も
設
け
ら
れ
た
。
他
方
、
現
地
で
は

「善
会
」
な
ど
の
い
わ
ゆ
る

「
伝
統
的
」

な
救
済
機
関
や
、
籌
済
総
局
な
ど
も
活
動
し
て
い
た
。

(
12
)

「
使
俄
楊
儒
奏
遵
赴
和
蘭
畫
押
請
補
簽
日
来
弗
原
議
並
籌
辮
救
生
善
会

摺
」
(
『清
季
外
交
史
料
』

一
四

一
巻
、
二
〇
―

二
三
頁
)
。
な
お
、

一
八
九
九

年
は
、
戊
戌
変
法
が
失
敗
に
お
わ
り
、
政
治
が
急
速
に
保
守
化
、
も

っ
と
も
伝

統
回
帰
が
進
ん
だ
年
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
楊
儒
と
総
理
衙
門
の

や
り
と
り
な
ど
を
見
る
限
り
、
そ
う
し
た
伝
統
回
帰

の
方
向
性
は
強
く
は
見
ら

れ
な
い
。
こ
の
点
は
い
っ
そ
う
深
く
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
重
要
な
論
点

で
あ

る
。
坂
野
正
高

『近
代
中
国
政
治
外
交
史
』
(東
京
大
学
出
版
会
、

一
九

七
三
年
、
四
六
三
―
四
六
四
頁
)

(13
)

清
の
中
立
に
至
る
過
程

に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
日
露
戦
争
と
中
国
の
中
立

問
題
」

(軍
事
史
学
会
編

『日
露
戦
争
―

国
際
的
文
脈
―

』

(
一
)
、
錦
正

社
、
二
〇
〇
四
年
所
収
)
参
照
。

(14
)

光
緒
卅
二
年
七
月
廿
五
日
発
、
「練
兵
處
文
」

(外
務
部
档
案
、
〇
二
―
二

一
、

一
二
―

一
)
、
日
本
側
も
こ
の
批
准
に

つ
い
て
は
翌
年
初
頭
に
駐
日
オ
ラ

ン
ダ
公
使
で
あ
る
ス
ウ
ェ
ル
ツ

・
ラ
ン
ダ
ス
か
ら
確
認
連
絡
を
受
け
て
い
る
。

明
治
三
八
年

一
月

一
六
日
発
、
小
村
外
務
大
臣
ヨ
リ
内
閣
総
理
大
臣
宛

「清
国

ニ
於
テ
海
牙
万
国
和
平
会
議

ニ
関
係
セ
ル
条
約
及
宣
言
ノ
批
准
書
ヲ
寄
託
シ
タ

ル
ノ
件
」
(
日
本
外
務
省
保
存
記
録

二

・
四

・
一

二

「第

一
回
万
国
平
和
会

議

一
件
」
第
八
巻
)
。

(
15
)

オ
ラ
ン
ダ
と
の
調
整
は
駐
露
公
使
胡
惟
徳
が
担
当
し
た
。
光
緒
三
十
年
三

月

「己
丑
、
外
務
部
奏
」
(
『光
緒
朝
東
華
録
』
中
華
書
局
、
第
五
冊
、
五

一
六
九

―
五

一
七
〇
頁
)、
光
緒
三
十
年
十
月

「外
務
部
奏
」
(同
上
書
、
五
二
五
〇
頁
)

こ
れ
は
日
本
側

の
史
料
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
明
治
三
八
年

一
月

一
六
日
、
小

村
外
務
大
臣

ヨ
リ
内
閣
総
理
大
臣
宛
、
「清
国

ニ
於
テ
海
牙
万
国
和
平
会
議

ニ

関
係

セ
ル
条
約
及
宣
言
ノ
批
准
書

ヲ
寄
託
シ
タ
ル
件
」
(
日
本
外
務
省
保
存
記

録
、
二

・
四

・
一

二

「第

一
回
万
国
平
和
会
議

一
件

第
八
巻
」
)
。
ま
た
、

「
第

一
回
平
和
会
議

ニ
於

テ

一
八
九
九
年
七
月
二
九
日
調
印
ノ
下
記
諸
条
約
宣

言

ニ
関
ス
ル
批
准
書
並

ニ
加
盟
通
知
書
ノ
寄
託

一
覧
表

ハ
ー
グ

一
九
〇
七

年
九
月
」
(同
上
文
書
)
で
は
、
清
が

「国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約
そ

の
ほ

か
」
に
は

一
九
〇
四
年
一
一

月
二

一
日
に
、
ま
た

「陸
戦
法
規
慣
例
に
関
す
る

条
約
」
に
は

一
九
〇
七
年

]
月
三
〇
日
に
調
印
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

(16
)

光
緒
卅
年
八
月
二
十
八
日
収
、
駐
俄
国
大
臣
胡
惟
徳
函

(外
務
部
档
案
、

〇
二
―

二

一
、

一
―

一
)

(17
)

光
緒
卅
年
十

一
月
十

四
日
収
、
駐
徳
国
大
臣
蔭
昌
電

(外
務
部
档
案
、
〇

二
ー
二

一
、

一
―

一
)

(18
)

同
上
档
案
、
光
緒
卅
年
十

二
月
初
二
日
収
、
駐
徳
国
大
臣
蔭
昌
電

(外
務

部
档
案
、
〇
二
―
二

一
、

一
―
一
)

(19
)

光
緒
卅

一
年
十
月
十

二
日
発
、
駐
俄
大
臣
胡
惟
徳
電

(外
務
部
档
案
、
〇

二
―

二

一
、

一
―
二
)

(20
)

光
緒
卅

一
年
三
月
廿
日
収
、
軍
機
処
交
出
孫
宝
琦
抄
摺

(外
務
部
档
案
、

〇
二
―
二

一
、

一
―

二
)

(
21
)

光
緒
卅

一
年
八
月
廿
六
日
発
、
駐
俄
大
臣
胡
惟
徳
電

(外
務
部
档
案
、
〇
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二
―
二

一
、

一
―

二
)。

(
22
)

光
緒
計
三
年
三
月
初
四
日
発
、
駐
和
陸
大
臣
電

(外
務
部
棺
案
、
〇
二
―

二

一
、
二
―
二
)

(23
)

光
緒
計
三
年
三
月
十
三
日
収
、
駐
和
陸
大
臣
電

(外
務
部
棺
案
、
〇
二
―

二

一
、
五
―
三
)

(24
)

光
緒
岩
三
年
三
月
十
三
日
収
、
駐
和
陸
公
使
致
丞
参
信

(外
務
部
档
案
、

〇
二
―

二

一
、
二
―

二
)

(25
)

フ
ォ
ス
タ
ー
は
、
孫
に
あ
た
る

を
伴

っ
て
ハ
ー
グ

に
赴

い
た
。
私
事

の
た
め
会
議
が
開
催
さ
れ
た
六
月
末
に
は
ア
メ
リ
カ
に
戻

っ

て
い
る
。
中
国
が
フ
ォ
ス
タ
ー
に
支
払

っ
た
経
費
は

一
万
銀
両
で
あ

っ
た
。
光

緒
計
三
年
六
月
十
八
日
収
、
保
和
会
専
使
大
臣
陸
等
電
」
(外
務
部
档
案
、
〇

二
―

二

一
、
十
二
―

二
)。

(26
)

会
議
参
加
以
前
、
陸
代
表
は
外
務
部
に
対
し
て
、
第

一
回
ハ
ー
グ
平
和
会

議

で
、
西
洋
式
軍
隊

の
不
備
を
理
由

に
調
印
し
な
か

っ
た

「陸
戦
の
法
規
慣
例

に
関
す
る
条
約
」
に
つ
い
て
、
既
に
各
省

で
西
洋
式
軍
隊

の
整
備
が
進
ん
で
い

る
こ
と
を
根
拠

に
調
印
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
外
務
部
は
、
陸
軍
部
と
調
整
の

上
、
調
印
す
る
こ
と
と
し
、

一
九
〇
七
年
六
月
四
日
に
中
国
は

ハ
ー
グ
陸
戦
条

約
に
調
印
し
た
。

(27
)

光
緒
計
三
年
六
月
廿

二
日
収
、
保
和
会
専
使
陸
大
臣
電

(外
務
部
棺
案
、

〇
二
―
二

一
、
二
―
三
)

(
28
)

光
緒
淵
四
年
三
月
廿
五
日
収
、
使
和
陸
大
臣
鈔
奏

(外
務
部
棺
案
、
〇
二

―
二

一
、
四
―
二
)

(
29
)

光
緒
卅
三
年
七
月
十
二
日
収
、
保
和
会
専
使
陸
大
臣
、
駐
和
銭
大
臣
来
電

(外
務
部
櫨
案
、
〇
二
―
二

一
、
,
一
〇
―

一
)

(
30
)

光
緒
卅
三
年
八
月
十
五
日
収
、
専
使
陸
大
臣
等
致
本
部
電

(外
交
部
棺
案
、

〇
三
―
三
四
、

一
―

こ

(31
)

光
緒
計
三
年
日
付
不
明
、

注
大
燮
第

一
七
六
書
簡

(
『汪
康
年
師
友
書
札
』

上
海
古
籍
出
版
社
、
第

一
巻
、

一
九
八
六
年
、
九
七
六
頁
)

(32
)

光
緒
卅
三
年
十

一
月
二
十

二
日
収
、
江
大
燮
第

一
七
七
書
簡

(同
上
書
、

九
七

一
頁
)

(
33
)

光
緒
卅
三
年
十
二
月
廿
三
日
収
、
使
和
陸
大
臣
鈔
奏

(外
務
部
棺
案
、
〇

二
―

一
二
、
二
五
―
三
)

(
34
)

光
緒
卅
三
年
九
月
初
三
日
収
、
専
使
陸
大
臣
電

(外
務
部
棺
案
、
〇
二
―

二

一
、
三
―

一
)
だ
が
、
こ
の
イ
ギ
リ
ス
案
全
体
も
取
り
下
げ
ら
れ
、
継
続
案

件
と
な

っ
た
。
こ
う
し
た
陸
の
外
交
姿
勢
に
つ
い
て
は
、
唐
啓
華

「
周
辺
と
し

て
の
中
国
―

20
世
紀
初
頭

の
国
際
組
織
に
お
け
る
中
国
と
日
本
」
(横
山
宏

章

・
久
保
亨

・
川
島
真
編
著

『周
辺
か
ら
見
た
20
世
紀
中
国
』
(中
国
書
店
、
二

〇
〇
二
年
所
収
)
も
参
照
こ
と
。

(35
)

光
緒
計
三
年
九
月
初
二
日
収
、
駐
和
陸
大
臣
文

「
密
陳
保
和
会
前
後
実
在

情
形
並
近
来
世
界
大
勢
」
(外
務
部
档
案
、
〇
二
―
二

一
、
四
―

一
)
、
光
緒
計

三
年
九
月
初

二
日
収
、
駐
和
陸
大
臣
信

一
件

(外
務
部
档
案
、
〇
二
―

二

一
、

一
〇
―

一
)

(36
)

光
緒
計
三
年
九
月
初
二
日
収
、
駐
和
陸
大
臣
到
臣
参
信

一
件

(外
務
部
档

案
、
〇
二
―

二

一
、

一
〇
―

一
)

(37
)

光
緒
計
四
年
正
月
十
六
日
収
、
保
和
会
専
使
大
臣
陸
文

(外
務
部
棺
案
、

〇
二
―
二

一
、
二
―

三
)

(38
)

光
緒
計
三
年
八
月
十
五
日
収
、
専
使
陸
、
駐
俄
胡
、
法
劉
、
比
李
、
和
銭

大
臣
電

(外
務
部
档
案
、
〇
二
―

二

一
、
二
―
三
)

(39
)

一
九

一
二
年

一
一
月
二
日
収
、
臨
時
大
総
統
令

(外
交
部
棺
案
、
〇
三
―

三
五
、
二
―

こ

(40
)

一
九

一
二
年

一
〇
月
三
〇
日
発
、
呈
大
総
統
請
派
大
員
研
究
海
牙
保
和
会

由

(外
交
部
槽
案
、
〇
三
―
三
五
、
二
―

一
)

(41
)

一
九
一
三

年
五
月

一
〇
日
発
、
大
総
統
呈

(外
交
部
棺
案
、
〇
三
―
三
五
、

二
―

二
)

(42
)

「保
和
会
準
備
会

議
事
録
」
(外
務
部
棺
案
、
〇
三
―
三
五
、
三
―

一
)

(
43
)

一
九

一
八
年

一
月
一
一
日
、
外
交
部
収
駐
美
顧
維
鈞
公
使
電

(外
交
部
梢

案
、
〇
三
―
三
七
、
二
―

一
)
。
顧
維
鈞
は
、
「私
は
中
華
民
国
政
府
に
お
い
て

も

つ
と
も
早
く

こ
の
問
題

(万
国
に
よ
る
国
際
組
織
)
に
好
意
的
に
注
目
し
た



35中 国外交における象徴 としての国際的地位

人
間
で
あ
ろ
う
」
、
「こ
の
よ
う
な
国
際
組
織
に
参
加
す
る
こ
と
は
中
国
の
利
益

に
か
な
う
も
の
で
あ
る
」
と
回
顧
し
、
理
由
と
し
て

「
そ
れ
ま
で
の
世
界
で
は

国
際
的
な
ル
ー
ル
に
則

っ
て
国
際
関
係
の
中
で
武
力
を
利
用
す
る
こ
と
を
抑
止

す
る
よ
う
な
国
際
組
織
が
無
か

っ
た
の
で
、
中
国
は
西
洋
各
国
と
の
関
係
に
お

い
て
辛

い
目
に
あ
わ
さ
れ
て
き
た
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
顧
維
鈞
著

・
中
国

社
会
科
学
院
近
代
史
研
究
所
訳

『顧
維
鈞
回
憶
録
』

(第

一
分
冊
、
中
華
書
局
、

一
九
八
七
年
、
三
九

一
頁
)
。
な
お
、
パ
リ
講
和
会
議
を
め
ぐ
る
中
国
外
交

に

つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著

『中
国
近
代
外
交

の
形
成
』
第

二
部
を
参
照
。

(44
)

一
九

一
八
年

一
二
月
三
〇
日
、
外
交
部
収
駐
英
施

・
駐
美
顧
公
使
電

(外

交
部
棺
案
、
〇
三
―
三
七
、

一
三
―
二
)

(45
)

こ
の
国
際
連
盟
委
員
会
で

の
顧
維
鈞

の
活
躍
は
、
後
に

一
九
四
五
年
八
月

の
国
際
連
合
準
備
委
員
会
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ

っ
た
と
顧
自
身

が
述
懐
し
て
い
る
。
顧
維
鈞
著

・
中
国
社
会
科
学
院
近
代
史
研
究
所
訳

『顧
維

鈞
回
憶
録
』

(第
五
冊
、
中
華
書
局
、

一
九
八
七
年
、
六

一
八
頁
)

(46
)

一
九

一
九
年
二
月

一
四
日
、
「巴
黎
和
会
議
全
大
会
顧
全
権
演
説
詞
」
、
(外

交
部
棺
案
、
〇
三
―
三
七
、

一
二
―
二
)

(47
)

国
際
連
盟
に
お
け
る
中
国
外
交
の
詳
細

に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
準
備
し
て

い
る
。
こ
こ
で
は
概
要
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

(48
)

「国
際
聯
合
会
第

一
届
大
会
第

一
股
報
告
」
(戊
)

(外
交
部
棺
案
、
〇
三

―
三
八
、
三
―

こ

(49
)

「国
際
聯
合
会
第

一
届
大
会
各
股
以
外
之
報
告
」

(戊
)

(外
交
部
櫨
案

、

〇
三
―

三
八
、
三
―

一
)
。
な
お
、
ア
ジ
ア
諸
国
が
ア
ジ
ア
枠
確
保
に
同
意
し

た
の
は
、
代
表
に
交
代

で
就
任
す
る
と

い
う
合
意
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

(50
)

一
九
二
〇
年

一
二
月

一
八
日
外
交
部
収
、
「駐
瑞
士
汪
公
使
電
」

(外
交
部

梢
案
、
〇
三
―

三
八
、

一
四
―

一
)
、
羅
羅

一
国
際
聯
盟
議
会
閉
幕
的
感
想
」

(
『東
方
雑
誌
』

一
入
巻

一
号
、

一
九
二

一
年

一
月

一
〇
日
)
な
ど
参
照
。

(51
)

一
九
二
三
年
九
月
三
〇
日
外
交
部
収
、
「
日
来
弗
陳
唐
朱
代
表
電
」
(外
交

部
棺
案
、
〇
三
―
三
八
、

一
五
―
二
)

(52
)

一
九
二
四
年
九
月
二
五
日
外
交
部
発
、
「
日
来
弗
朱
唐
戴
代
表
電
」
(外
交

部
档
案
、
〇
三
―
一二
八
、

一
六
―

一
)

(53
)

「参
与
国
際
聯
合
会
徳
国
入
会
案
特
別
大
会
総
報
告
」
(外
交
部
棺
案
、
〇

一二
―
三
八
、
二
〇
―

一
)

(54
)

日
本
は
、
非
常
任
理
事
国
に
つ
い
て
は
分
洲
主
義
を
支
持
し
、
中
華
民
国

の
当
選
を
望
む
と
発
言
し
、
そ
れ
ま
で
も
そ
の
よ
う
に
投
票
し
て
い
た
。

一
九

二
六
年
三
月
二
七
日
収
、
「
駐
日
汪
公
使
電
」
(外
交
部
档
案
、
〇
三
―
三
八
、

一
八
―

二
)
な
ど
参
照
。

(55
)

一
九
二
六
年
五
月
二
日
収
、
「義
京
朱
代
表
電
」
(外
交
部
櫨
案
、
〇
三
―

三
八
、

一
九
―

一
)

(56
)

一
九
二
六
年
九
月
三
日
収
、
「
日
来
弗
朱
代
表
電
」
(外
交
部
櫨
案
、
〇
三

―
三
八
、
二
〇
―

一
)

(57
)

一
九
二
六
年

一
二
月

一
五
日
収
、
「国
聯
代
表
辮
事
処
公
函
」
(外
交
部
梢

案
、
〇
三
―
三
入
、
三
三
)

(58
)

「
国
際
聯
合
会
第
二
届
大
会
第
四
股
報
告
」
(外
交
部
櫨
案
、
〇
三
―
三

八
、
八
―

一
、

一
九
二

一
年
作
成
と
思
わ
れ
る
)

(
59
)

一
九
二
一ご
年
三
月
二
五
日
収
、
「
国
聯
唐
代
表
密
函
」
(外
交
部
楢
案
、
〇

三
―
二
三
、

一
一
一
―
二
)

(60
)

中
国
は
こ
の
よ
う
に
国
際
的
地
位
に
拘
泥
し
た
が
、
国
際
連
盟
で
定
め
ら

れ
た
規
約
、
た
と
え
ば
ア
ヘ
ン
取
締
規
約
な
ど
を
国
内

で
実
行

で
き
な
い
な
ど

の
問
題
が
生
じ
、
そ
の
実
効
支
配
能
力
が
常
に
問
わ
れ
て
い
た
。

(
61
)

「宋
部
長
與
国
聯
秘
書
長
書
」

(『申
報
』

一
九
三

一
年
四
月
二
九
日
)

(
62
)

台
北
の
国
史
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
中
華
民
国
外
交
部
棺
案
を
ま
と
め
た

『中
華
民
国
與
聯
合
国

史
料
彙
編
』
(籌
設
編
、
国
史
館
、
二
〇
〇

一
年
)
を

参
照
。
ま
た
、

一
九
五
〇
年
以
降
に
つ
い
て
は
劉
志
攻

『中
華
民
国
在
,聯
合
国

大
会
的
参
与

外
交
政
策
、
国
際
環
境
及
参
与
行
為
』
(台
湾
商
務
印
書
館
、

一

九
八
五
年
)
を
参
照

の
こ
と
。

(63
)

西
村
成
雄
編
著

『中
国
外
交
と
国
連
の
成
立
』

(法
律
文
化
社
、
二
〇
〇

四
年
七
月
)

(か
わ
し
ま

し
ん

北
海
道
大
学
)



The Long-term Target on Chinese Diplomatic 

History to Enhance Its International Status on 

Hague Peace Conference, the League of 

Nations and the United Nations

KAWASHIMA Shin

 China has sought to enhance its international status on its diplomacy. Es-

pecially, from Hague Peace Conference, via League of Nations, to United 

Nations, China's diplomacy paid strong attention to its rank on these inter-

national institution , because Chinese diplomats thought it as the symbol 

of recognition for China in the international society. Although China had 

hard pressure from powers after the opium war and lost many tributal coun-

tries, but China basically kept or didn't change its self-identification under 

family of nations, therefore at the 2nd Hague Peace Conference in 1907, Chi-

nese diplomats were surprised and threatened that China was recognized 

to be ranked the third level country according to the extent of its modern-

ization/civilization especially about legal system. And they also found 'en-

emy' who wanted to reduce China's status intentionally-Japan. Chinese 

diplomats were disappointed somewhat that they couldn't have chance to 

solve so-called unequal treaty problem at these institutions, but sought to 

get the target to enhance its status, because they believed that these prob-

lems couldn't be solved until China came to be a normal civilized country 

and furthermore became one of the powers. In 1920's China wanted to be 

a un-permanent member of the Council of LN and dare to have the burden
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of its share as a big country in the expense. In 1930', China was successful 
to have the honeymoon period with LN, especially on its cooperating activ-
ities of social policy, and to leave Japan away. On the process of WWII, at 
last, China got a prospect to be the symbol of great power, in the new in-
ternational institution. China could get the seat of a permanent member 
of Security Council of United Nations. But it just meant dual symbols for 
China, one as one of the primary 'Allied' nations, the other as a representa-
tive government of China with recognition by international society. On the 
more realistic field of international politics, China didn't achieve the target 
to be one of the great powers so far, though it kept the afterimage as one of 
the real great powers at Cairo Meeting, with care. Now that China gradually 
enhances its status on realistic field, but basically, its historical context also 
can be considered as important factor to understand its diplomacy at UN. at 
UN, China intends to behave as a moderate actor relatively, except for some 
topics to be relevant with national ideology-for example, Taiwan problem. 
And for China, it seems that China's aim at UN was focused just on being a 

permanent member as one of the powers continuously.
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